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平
成
26
年
度
補
正
予
算

〇
一
般
会
計
補
正
予
算�

【
第
１
号
】

補
正
額　
　
　
　
　

７
億
３
６
５
４
万
７
千
円

内
訳

総
務
費

・
防
犯
施
設
設
置
費
補
助
金

・
国
庫
金
等
返
還
金

民
生
費

・
臨
時
福
祉
給
付
金

・
小
規
模
福
祉
施
設
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等

整
備
費
補
助
金

・
地
域
密
着
型
施
設
等
開
設
準
備
支
援
事
業
補
助
金

・
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
事

業
所
整
備
費
補
助
金

・
障
害
者
援
護
施
設
等
整
備
費
補
助
金

・
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震
化
等
整
備
費
補
助
金

・
北
総
育
成
園
整
備
費
（
継
続
費
）

・
母
子
生
活
支
援
施
設
整
備
費
補
助
金

・
児
童
福
祉
総
務
諸
経
費
（
政
策
経
費
）

・
小
規
模
保
育
設
置
促
進
事
業
費
補
助
金

・
保
育
所
施
設
整
備
費
補
助
金

・
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
施
設
整
備
費
補
助
金

商
工
費

・
商
業
環
境
施
設
整
備
事
業
費
補
助
金

教
育
費

・
耐
震
改
修
費
（
継
続
費
：
湊
中
）

・
給
食
室
等
整
備
費
（
継
続
費
：
坪
井
中
）

継
続
費

（
変
更
）
北
総
育
成
園
既
存
棟
大
規
模
改
修
事

業
ほ
か
２
件

地
方
債

（
変
更
）
障
害
者
福
祉
施
設
建
設
事
業
ほ
か
３
件

〇
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算【

第
2
号
】

補
正
額　
　
　
　
　

１
億
５
２
８
１
万
２
千
円

内
訳

・
国
庫
負
担
金
等
返
還
金

〇
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算�

【
第
3
号
】

補
正
額　
　
　
　
　
　
　
　

２
３
９
万
２
千
円

内
訳

・
父
子
福
祉
資
金
貸
付
金

新
し
い
条
例

〇
市
長
及
び
副
市
長
の
給
料
月
額
の
特
例
に
関

す
る
条
例�
【
第
5
号
】

　

職
員
の
不
祥
事
に
対
す
る
責
任
を
明
確
に
す

る
た
め
、
市
長
及
び
健
康
福
祉
局
を
監
督
す
る

副
市
長
の
給
料
月
額
を
減
額
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
所
要
の
定
め
を
行
う
も
の
。

〇
風
致
地
区
条
例�

【
第
10
号
】

　

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
係

る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
政
令

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
風
致
地
区
内
に
お
け
る

建
築
物
の
建
築
、
宅
地
の
造
成
、
木
竹
の
伐
採

そ
の
他
の
行
為
の
規
制
に
つ
い
て
、
所
要
の
定

め
を
行
う
も
の
。

〇
学
校
給
食
費
に
関
す
る
条
例�

【
第
14
号
】

　

学
校
給
食
費
の
公
会
計
化
に
当
た
り
、
学
校

給
食
費
に
関
し
所
要
の
定
め
を
す
る
も
の
。

改
正
す
る
条
例

〇
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例�

【
第
4
号
】

　

特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
に
関
す
る
事
項
を

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
諮
問
す

る
た
め
、
所
要
の
改
正
等
を
行
う
も
の
。

〇
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
第
6
号
】

　

薬
事
法
及
び
薬
事
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と

ら
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
。

〇
特
別
会
計
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
第
7
号
】

　

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
等
を
行
う
も
の
。

〇
放
課
後
ル
ー
ム
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

�

【
第
9
号
】

　

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
放
課
後

ル
ー
ム
の
入
所
の
要
件
等
に
つ
い
て
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の
。

〇
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制

限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
第
11
号
】

　

建
築
基
準
法
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一

部
改
正
に
伴
い
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
。

〇
船
橋
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

�

【
第
12
号
】

　

父
子
家
庭
の
父
を
市
営
住
宅
に
優
先
的
に
選

考
し
て
入
居
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の
。

〇
船
橋
市
立
小
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例�

【
第
13
号
】

　

船
橋
小
学
校
を
建
替
整
備
す
る
に
つ
い
て
、

そ
の
位
置
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
。

廃
止
す
る
条
例

〇
保
育
の
実
施
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

�

【
第
8
号
】

　

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
船
橋
市

保
育
の
実
施
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
、所
要
の
定
め
を
す
る
も
の
。

契
約
関
係

〇
本
庁
舎
照
明
設
備
等
更
新
工
事
請
負
契
約
の

締
結
に
つ
い
て�

【
第
15
号
】

契
約
金
額　
　

６
億
４
９
９
４
万
４
０
０
０
円

〇
高
瀬
下
水
処
理
場
水
処
理
設
備
工
事
そ
の
13

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て�

【
第
16
号
】

議
案
の
概
要
今
定
例
会
に
市
長
及
び
議
員
な
ど
が
提
出
し
た
議
案
の
内
容
で
す
。
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＜議案の概要＞



契
約
金
額�

13
億
４
８
２
２
万
２
３
２
０
円

〇
高
瀬
下
水
処
理
場
電
気
設
備
工
事
そ
の
17
請

負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て�

【
第
17
号
】

契
約
金
額　
　
　
　
　
　

６
億
７
１
７
６
万
円

〇
高
瀬
下
水
処
理
場
建
設
工
事
そ
の
41
請
負
契

約
の
変
更
に
つ
い
て�

【
第
18
号
】

変
更
契
約
金
額　
　

８
億
５
４
９
８
万
２
千
円

〇
船
橋
市
立
若
松
中
学
校
給
食
棟
増
築
工
事
請

負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て�
【
第
19
号
】

契
約
金
額　
　
　
　
　
　

４
億
４
２
８
０
万
円

〇
船
橋
市
立
船
橋
小
学
校
・
船
橋
放
課
後
ル
ー
ム

改
築
工
事
請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て�【
第
20
号
】

変
更
契
約
金
額

　

�

16
億
６
３
９
２
万
７
２
０
０
円

〇（
仮
称
）行
田
２
丁
目
多
目
的
運
動
広
場
等
整

備
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て�【
第
21
号
】

契
約
金
額　
　

３
億
７
４
７
９
万
２
４
０
０
円

そ
の
他

〇
審
査
請
求
に
つ
い
て�

【
諮
問
第
1
号
】

　

審
査
請
求
の
裁
決
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法

第
２
３
１
条
の
３
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
議
会

に
諮
問
す
る
も
の
。

議
員
提
出
議
案

〇
船
橋
市
議
会
議
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例�

【
発
議
案
第
２
号
】

　

楽
観
で
き
な
い
厳
し
い
経
済
情
勢
を
鑑
み

て
、
議
会
が
率
先
し
て
経
費
を
削
減
す
る
必
要

が
あ
る
。
加
え
て
、
本
市
よ
り
人
口
の
多
い
千

陳 情 の 議 決 結 果
付託委員会 受理番号 件　　　名 議決結果

総　　務

陳情第22号 船橋市各機関の窓口における非行政書士による行政書士行為排除の徹底に関する陳情 採 択 送 付

陳情第23号 長期在留する非正規滞在外国人住民を正規化し、誰もが希望の持てる社会を築くための
意見書提出に関する陳情 不 採 択

陳情第24号 軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認定基準の改正等を求める意見書提出に関する陳情 採 択

陳情第25号 集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し、その撤回を求める意見書提出に関する陳情 不 採 択

建　　設

陳情第26号 市道�30-017�号線筆界特定に関する陳情 不 採 択

陳情第27号 市道�30-017�号線境界協議に関する陳情 不 採 択

陳情第28号 市道�30-521�号線道路台帳作成に関する陳情 不 採 択

文　　教
陳情第29号 卒業証書の日付についての記載に関する陳情 不 採 択

陳情第30号 夏見町一丁目公園のテニスコートの改修及び駐車場の敷設に関する陳情 不 採 択

付託省略 陳情第31号 2014年8月19日午後4時より開催の会派代表者会議の議事録のインターネット上での早
期公開に関する陳情 採 択

葉
市
が
54
人
か
ら
50
人
に
削
減
す
る
な
ど
、
本

県
各
市
に
お
い
て
も
定
数
削
減
の
動
向
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
市
議
会
の
議
員
定
数
を
「
50
人
」

か
ら
「
45
人
」
に
改
め
る
も
の
。

可
決
さ
れ
た
意
見
書

◇
産
後
ケ
ア
体
制
の
支
援
強
化
を
求
め
る
意
見

書
◇
軽
度
外
傷
性
脳
損
傷
の
周
知
及
び
労
災
認
定

基
準
の
改
正
等
に
関
す
る
意
見
書

◇
危
険
ド
ラ
ッ
グ
（
脱
法
ハ
ー
ブ
）
の
根
絶
に

向
け
た
総
合
的
な
対
策
の
強
化
を
求
め
る
意

見
書

◇
奨
学
金
制
度
の
充
実
に
関
す
る
意
見
書

◇
雇
用
の
安
定
を
求
め
る
意
見
書

決算特別委員会
　平成 25 年度各会計決算については 13 人の委
員による決算特別委員会を設置し、10 月 27 日

（月）から 30 日（木）までの 4 日間、審査を行
います。
　委員の構成は次のとおりです。
委 員 長　関根 和子
副委員長　仲村 秀明
委　　員 石崎 幸雄　　松嵜 裕次
　　　　　川畑 賢一　　鈴木 和美
　　　　　石川 敏宏　　川井 洋基
　　　　　大矢 敏子　　神田 廣栄
　　　　　三宅 桂子　　いそべ 尚哉
　　　　　渡辺 賢次
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議

案

質

疑
今
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た
議
案
に
つ
い
て
市
長
に
対
し
て
質
疑
し
た
も
の
で
す
。

み
ん
な
の
党
・
無
所
属
の
会

い
そ
べ
　
尚
哉

第
14
号

質
問 

学
校
給
食
費
管
理
シ
ス
テ
ム
の
開
発

の
目
的
が
、
負
担
の
軽
減
、
透
明
性
、
公
平
性

の
確
保
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
セ
ン
タ
ー
で

一
括
発
注
が
で
き
る
よ
う
な
物
流
の
最
適
化
を

シ
ス
テ
ム
へ
加
え
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
学
校
教
育
部
長
　
本
市
の
給
食
は
学
校
ご

と
の
独
自
献
立
に
よ
る
自
校
調
理
方
式
を
採
用

し
て
お
り
、
使
用
す
る
食
材
が
学
校
ご
と
に
異

な
る
た
め
、
大
量
発
注
に
よ
る
効
果
は
得
に
く

い
。
ま
た
、
食
材
は
一
部
を
除
き
、
毎
日
近
隣

の
小
売
店
な
ど
か
ら
配
達
さ
れ
、
こ
ま
め
に
発

注
変
更
を
行
っ
て
い
る
。
学
校
が
直
接
業
者
と

や
り
と
り
で
き
な
く
な
る
と
、
緊
急
の
対
応
に

間
に
合
わ
な
い
場
合
も
生
じ
る
た
め
、
食
材
発

注
の
一
括
化
は
現
在
考
え
て
い
な
い
。

第
19
号

質
問 

給
食
棟
の
位
置
と
し
て
南
向
き
に
面

し
、
太
陽
光
発
電
設
備
の
導
入
価
値
の
非
常
に

高
い
立
地
と
な
っ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
設
備
仕
様
と
な
る
の
か
。
ま
た
、廊
下
、

ス
ロ
ー
プ
の
増
築
部
分
、
給
食
棟
を
含
め
、
デ

ザ
イ
ン
に
何
ら
か
の
工
夫
を
す
る
の
か
。

答
学
校
教
育
部
長　
太
陽
光
発
電
設
備
は
、

切
り
妻
屋
根
の
南
面
に
屋
根
一
体
型
10�

ｋｗ
を
設

置
す
る
。
増
築
部
分
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
校
庭
と

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
遮
へ
い
感
を
な
く
す
た
め
、

１
階
部
分
を
通
り
抜
け
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
色
彩
等
は
校
舎
棟
と
一
体
感
を
持
た

せ
る
な
ど
、デ
ザ
イ
ン
性
に
も
配
慮
し
て
い
る
。

民
主
党

野
田
　
剛
彦

第
８
号

質
問�

子
ど
も・子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
に

お
け
る
保
護
者
の
就
労
時
間
月
64
時
間
以
上
と

い
う
入
所
判
定
基
準
に
よ
り
、
第
２
子
が
第
１

子
と
同
じ
保
育
所
に
通
え
な
い
ケ
ー
ス
が
出
た

場
合
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。

答
子
育
て
支
援
部
長　
兄
弟
が
在
園
し
て
い

る
場
合
に
お
い
て
も
、
就
労
時
間
が
月
64
時
間

に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
新
た
に
保
育
園
を
利

用
い
た
だ
く
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
一
時
預
か

り
事
業
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
な

ど
、
ほ
か
の
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
対
応
し
て
も
ら

う
こ
と
と
な
る
。

第
10
号

質
問�

ま
ず
は
風
致
地
区
の
住
民
の
意
見
に

耳
を
傾
け
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
風
致
地

区
条
例
に
関
す
る
風
致
地
区
の
住
民
を
対
象
と

し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
に
つ
い
て
伺
う
。

答
都
市
整
備
部
長　
今
回
、
市
の
条
例
を
制

定
す
る
に
あ
た
り
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

実
施
し
、
制
定
す
る
こ
と
に
至
っ
た
経
緯
、
条

例
案
の
内
容
等
に
つ
い
て
要
点
を
ま
と
め
た
骨

子
案
を
市
民
に
示
し
、
意
見
を
募
集
し
た
。

公
明
党

斎
藤
　
忠

第
１
号

質
問 

今
後
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
要
望
の
見
込
み
は
。

答
市
民
生
活
部
長　
数
年
間
は
今
回
の
分
を

上
乗
せ
し
た
件
数
程
度
で
推
移
す
る
と
考
え
る
。

質
問 

全
灯
に
対
す
る
Ｌ
Ｅ
Ｄ
灯
の
割
合
は
。

答
市
民
生
活
部
長　
今
年
度
末
で
15
・
2
％
。

質
問 

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
で
照
射
面
積
が
狭
ま
る
よ

う
だ
と
設
置
に
工
夫
が
必
要
。対
策
の
考
え
は
。

答
市
民
生
活
部
長　
町
会
・
自
治
会
か
ら
設

置
間
隔
を
狭
め
た
い
旨
の
要
望
が
あ
れ
ば
現
地

を
調
査
し
柔
軟
に
対
応
し
た
い
。
必
要
な
ら
間

隔
の
基
準
等
の
見
直
し
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

第
８
号　

質
問 

子
ど
も
子
育
て
支
援
新
制
度
で
は
保

育
の
必
要
性
の
認
定
の
基
準
が
変
更
さ
れ
る

が
、
現
時
点
で
就
労
が
30
時
間
以
上
64
時
間
未

満
の
方
の
支
援
の
在
り
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
。

答
子
育
て
支
援
部
長　
現
在
の
利
用
者
は
経

過
措
置
で
新
制
度
施
行
と
同
時
に
退
園
と
は
な

ら
な
い
。
月
64
時
間
未
満
の
場
合
は
他
の
保
育

サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
。

質
問 

制
度
移
行
に
向
け
た
取
り
組
み
は
。

答
子
育
て
支
援
部
長　
新
制
度
で
は
支
給
認

定
な
ど
手
続
き
が
必
要
と
な
る
。
利
用
者
や
新

制
度
に
移
行
す
る
事
業
者
へ
の
周
知
に
努
め
る
。

質
問 

今
回
の
条
例
廃
止
と
移
行
に
よ
り
待

機
児
童
対
策
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
進
む
の
か
。

答
子
育
て
支
援
部
長　
現
在
策
定
中
の
事
業

計
画
に
確
保
方
策
も
盛
り
込
ん
で
い
く
。
施
設

整
備
を
中
心
に
多
様
な
事
業
を
展
開
し
た
い
。

自
由
民
主
党
・
無
所
属
の
会

杉
川
　
浩

第
５
号

質
問 

市
長
が
自
ら
不
祥
事
の
責
任
を
と
る

た
め
に
特
例
条
例
を
提
案
す
る
理
由
は
何
か
。

答
市
長　
市
長
は
市
政
の
最
高
責
任
者
で
あ

り
、
市
政
に
対
す
る
信
頼
を
損
ね
た
と
い
う
こ

と
で
今
回
条
例
案
を
提
出
す
る
判
断
に
至
っ
た
。

第
８
号

質
問 

制
度
改
正
に
よ
り
同
居
す
る
親
族
、

例
え
ば
祖
父
母
が
い
る
こ
と
で
入
所
判
定
の
優

先
度
を
低
く
す
る
こ
と
は
あ
る
の
か
。

答
子
育
て
支
援
部
長　
同
居
関
係
を
客
観
的

に
判
断
し
て
人
手
の
な
い
方
が
あ
る
方
よ
り
保

育
の
必
要
度
は
高
い
と
考
え
る
が
、
祖
父
母
と

い
う
繋
が
り
に
対
し
て
で
は
な
く
、
同
居
と
い

う
事
実
に
対
し
て
優
先
度
の
調
整
を
図
っ
て
い

く
。

第
14
号

質
問 

公
会
計
化
に
よ
っ
て
学
校
に
お
け
る
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給
食
費
の
徴
収
業
務
や
滞
納
者
へ
の
対
応
な
ど

は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か
。
ま
た
公
会
計
化
後

は
ど
の
よ
う
な
形
で
債
権
管
理
を
行
っ
て
い
く

の
か
。

答
学
校
教
育
部
長　
学
校
現
場
で
は
、
金
融

機
関
と
の
や
り
と
り
や
帳
簿
の
管
理
、
会
計
報

告
と
い
っ
た
事
務
が
な
く
な
り
、
滞
納
者
へ
の

督
促
な
ど
も
教
育
委
員
会
で
行
っ
て
い
く
。
ま

た
、
未
徴
収
分
は
新
た
に
導
入
す
る
学
校
給
食

管
理
シ
ス
テ
ム
の
中
で
滞
納
状
況
等
を
管
理

し
、
教
育
委
員
会
で
債
権
回
収
に
努
め
る
。
一

定
期
間
未
納
の
場
合
に
は
、
債
権
管
理
課
と
協

議
の
上
訴
訟
手
続
き
等
を
行
っ
て
い
く
。

日
本
共
産
党

金
沢
　
和
子

第
1
号

質
問�

商
店
街
が
設
置
し
た
街
路
灯
が
撤 

去
さ
れ
る
こ
と
で
、
代
わ
り
の
街
灯
が
必
要
に

な
る
ケ
ー
ス
が
今
後
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で

の
よ
う
に
、
商
店
街
や
地
元
町
会
に
頼
ら
ず
、

現
在
の
街
路
灯
設
置
の
補
助
所
管
課
の
判
断
で

外
灯
が
設
置
で
き
る
よ
う
な
体
制
を
市
と
し
て

整
え
る
べ
き
。

答
経
済
部
長　
商
店
会
が
、
街
路
灯
を
撤
去

す
る
際
に
は
、
撤
去
す
る
こ
と
で
影
響
を
受
け

る
町
会
・
自
治
会
と
協
議
を
し
て
い
た
だ
い
て
、

最
良
の
方
策
を
商
店
街
路
灯
の
撤
去
に
関
す
る

報
告
書
と
い
う
形
で
提
出
い
た
だ
く
。
ま
た
、

市
の
商
工
振
興
課
と
自
治
振
興
課
も
、
商
店
会

と
自
治
会
の
協
議
に
同
席
し
て
よ
り
よ
い
方
向

を
見
つ
け
て
い
く
。

第
21
号

質
問 

高
齢
者
の
方
や
障
害
者
の
方
が
多
目

的
広
場
か
ら
ト
イ
レ
に
行
く
に
あ
た
り
、
途
中

の
ル
ー
ト
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
や
照
明
に
つ
い

て
は
、
責
任
を
持
っ
て
整
備
を
す
る
の
か
。

答
都
市
整
備
部
長　
多
目
的
広
場
か
ら
駐
車

場
へ
は
ス
ロ
ー
プ
を
設
置
し
、
駐
車
場
か
ら
ト

イ
レ
ま
で
は
段
差
が
な
く
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「（
仮
称
）
防
災
備
蓄
セ

ン
タ
ー
」
の
脇
へ
つ
な
が
る
ス
ロ
ー
プ
か
ら
も

ト
イ
レ
に
行
け
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
併
せ

て
、
障
害
者
用
ト
イ
レ
を
設
置
し
、
周
り
の
照

明
も
完
備
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

凛
（
り
ん
）

つ
ま
が
り
　
俊
明

第
１
号

質
問 

現
在
の
待
機
児
童
数
は
。

答
子
育
て
支
援
部
長　
平
成
26
年
８
月
１
日

現
在
で
、
国
基
準
で
４
９
６
人
、
市
基
準
で
１
、

０
７
１
人
。

質
問 

非
常
に
待
機
児
童
が
多
い
地
域
で
、

複
合
施
設
と
し
て
保
育
施
設
の
誘
致
や
、
少
し

離
れ
た
地
域
の
た
め
の
保
育
園
の
送
迎
を
行
う

等
、
柔
軟
な
考
え
方
で
整
備
を
行
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
市
の
見
解
は
。　

答
子
育
て
支
援
部
長　
現
実
的
に
は
、
実
施

に
際
し
制
限
や
解
決
が
難
し
い
問
題
点
が
あ
る

が
、
整
備
手
法
に
つ
い
て
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を

含
め
て
引
き
続
き
検
討
し
て
い
き
た
い
。

質
問 

小
規
模
保
育
事
業
が
増
え
な
い
状
況

を
ど
う
し
て
い
く
の
か
。
今
後
募
集
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
市
の
見
解
は
。

答
子
育
て
支
援
部
長　
連
携
施
設
の
確
保
等

の
課
題
も
あ
る
が
、
国
の
動
向
や
他
市
の
事
例

も
参
考
に
し
な
が
ら
事
業
を
進
め
て
い
く
。
来

年
度
以
降
も
必
要
量
を
確
保
す
る
た
め
、
設
置

事
業
者
の
募
集
は
必
要
と
考
え
て
い
る
。

第
９
号

質
問 

放
課
後
ル
ー
ム
は
、
公
設
公
営
に
加

え
、
民
間
事
業
者
の
活
用
が
大
事
な
の
で
は
。

答
子
育
て
支
援
部
長　
子
ど
も
子
育
て
支
援

新
制
度
に
基
づ
き
、
一
部
の
幼
稚
園
や
民
間
事

業
者
が
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
今
後
実

施
す
る
意
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
の
補
助
制

度
等
も
活
用
し
、
拡
充
の
手
法
を
検
討
す
る
。

市
民
社
会
ネ
ッ
ト

三
宅
　
桂
子

第
１
号

質
問 

防
犯
施
設
設
置
費
補
助
金
に
つ
い
て
、

町
会
・
自
治
会
か
ら
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
防
犯
灯
の
設
置

要
望
が
当
初
見
込
み
を
超
え
た
と
聞
い
た
。
電

気
料
金
が
安
く
な
る
た
め
、
市
の
補
助
金
が
結

果
的
に
減
額
で
き
、
さ
ら
に
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

大
変
効
果
的
で
あ
る
。
誰
も
が
得
を
す
る
理
想

的
な
補
正
予
算
だ
と
思
う
が
、市
長
の
考
え
は
。

答
市
長　
環
境
に
も
影
響
す
る
た
め
可
能
な

限
り
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
取
り
組
み
を
続
け
る
。

第
４
号

質
問 

国
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
に
向

け
て
の
準
備
条
例
だ
が
、
個
人
情
報
が
漏
え
い

し
た
場
合
大
変
な
思
い
を
す
る
の
は
自
治
体

で
、
迷
惑
を
被
る
の
は
市
民
で
あ
る
。
個
人
情

報
保
護
に
つ
い
て
市
民
は
安
心
で
き
る
の
か
。

答
総
務
部
長　
国
設
置
の
特
定
個
人
情
報
保

護
委
員
会
に
よ
る
監
視
や
罰
則
の
強
化
に
加

え
、
シ
ス
テ
ム
上
の
保
護
措
置
を
講
ず
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
、第
三
者
点
検
を
行
う
。

第
12
号

質
問 

父
子
家
庭
の
父
が
市
営
住
宅
の
優
先

入
居
に
加
え
ら
れ
る
と
い
う
が
、
そ
も
そ
も
供

給
で
き
る
市
営
住
宅
は
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い

る
が
、
市
の
考
え
は
。

答
建
築
部
長　
平
成
27
年
度
ま
で
は
、
市
営

住
宅
供
給
計
画
に
基
づ
き
供
給
を
行
っ
て
い
る
。

平
成
28
年
度
以
降
は
、
平
成
25
年
住
宅
土
地
統

計
調
査
の
結
果
等
を
分
析
し
改
め
て
決
定
す
る
。

無
所
属

は
ま
の
　
太
郎

第
５
号

質
問 

何
に
対
す
る
管
理
監
督
責
任
な
の
か
。

答
市
長　
改
善
す
べ
き
点
を
、
チ
ェ
ッ
ク
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
。

第
22
号

質
問 

教
育
委
員
構
成
の
狙
い
と
、
当
該
候

補
に
力
を
発
揮
し
て
も
ら
え
る
分
野
は
。

答
市
長　
委
員
会
の
中
で
、
多
面
的
な
意
見

を
出
し
て
も
ら
う
こ
と
。
社
会
教
育
で
地
域
と

学
校
の
連
携
の
中
で
、市
民
力
を
生
か
す
こ
と
。

※
本
会
議
の
会
議
記
録
は
議
会
事
務
局
及
び
図
書
館
・
公
民
館
で
、
委
員
会
記
録
は
議
会
事
務
局
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。
な
お
、
い
ず
れ
も
市
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
開
し
て
お
り
ま
す
。
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各
委
員
会
の
報
告
議
会
か
ら
付
託
さ
れ
た
議
案
・
陳
情
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
内
容
を
専
門
的
に
話
し

合
い
、
委
員
会
と
し
て
の
結
論
を
本
会
議
に
報
告
し
ま
す
。

総
務
委
員
会

議
案第

４
号
は
、
原
案
反
対
の
立
場
で
「
さ
ま
ざ

ま
危
険
が
想
定
さ
れ
る
共
通
番
号
制
度
は
廃
止

す
べ
き
で
あ
り
、
制
度
の
運
用
に
か
か
わ
る
条

例
改
正
に
は
反
対
す
る
」「
根
本
の
国
の
決
め

事
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
条
例
の

改
正
に
つ
い
て
も
反
対
す
る
」、
原
案
賛
成
の

立
場
で
「
今
後
導
入
さ
れ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
を
適
切
に
運
用
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
と

考
え
る
」「
新
規
の
法
律
制
定
に
伴
う
、
地
方

自
治
体
と
し
て
必
要
な
条
例
整
備
で
あ
る
」「
一

た
び
情
報
漏
え
い
等
の
事
故
が
発
生
す
れ
ば
、

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
極
め
て
重
要
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
認
識
の
も
と
、
万
全
な
体
制
を
構

築
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
市
民
に
対
し
て
十
分

な
説
明
を
行
い
、
理
解
を
求
め
る
よ
う
最
大
限

努
力
を
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
」
と
の
討
論
が

あ
っ
た
。

第
５
号
は
、
原
案
賛
成
の
立
場
で
「
特
別
職

の
場
合
は
懲
戒
処
分
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、

不
祥
事
に
対
す
る
市
長
・
副
市
長
の
姿
勢
を
尊

重
し
た
い
」「
不
祥
事
に
対
し
て
の
責
任
の
と

り
方
と
し
て
、
二
度
と
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
意
思
表
示
と
捉
え
、
根
本
的
対
策
を
検
討

す
る
よ
う
申
し
添
え
て
、
賛
成
す
る
」「
上
程

さ
れ
た
減
給
内
容
は
１
つ
の
形
式
と
し
て
否
定

す
る
も
の
で
は
な
い
」「
市
長
の
判
断
を
尊
重

す
る
。
今
後
は
、
ま
ず
職
員
不
祥
事
の
根
絶
を

第
一
義
と
し
て
対
処
願
い
た
い
」
と
の
討
論
が

あ
っ
た
。

第
15
号
は
、
原
案
賛
成
の
立
場
で
「
本
庁
舎

の
照
明
器
具
の
維
持
や
省
エ
ネ
に
も
資
す
る
と

考
え
る
」「
灯
具
の
交
換
時
期
等
、
適
切
な
対

応
を
求
め
る
」「
Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
化
は

昨
年
の
こ
と
で
あ
り
、
製
品
の
評
価
は
確
定
し

て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
と
い
う
問
題
を
申
し

添
え
て
、
賛
成
す
る
」「
本
庁
舎
の
建
物
を
今

後
30
年
ほ
ど
は
使
用
す
る
と
い
う
計
画
の
中
で
、

改
修
が
環
境
に
配
慮
す
る
な
ど
費
用
対
効
果
に

見
合
っ
た
も
の
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期

待
す
る
」
と
の
討
論
が
あ
っ
た
。

採
決
の
結
果
、
第
５
号
及
び
第
15
号
は
全
会

一
致
で
、
第
４
号
は
賛
成
多
数
で
可
決
し
た
。

予
算
特
別
委
員
会

議
案第

１
号
は
、「
企
画
性
や
調
査
能
力
、
情
報

も
含
め
、
物
事
の
対
象
を
正
確
に
評
価
し
た
行

政
運
営
を
し
て
ほ
し
い
」「
臨
時
福
祉
給
付
金

に
つ
い
て
、
対
象
者
に
し
っ
か
り
給
付
が
で
き

る
よ
う
、
努
め
て
も
ら
い
た
い
。
ま
た
、
予
算

額
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
、
事
業
目
的
が
達
成
で

き
る
よ
う
管
理
体
制
を
整
備
し
て
ほ
し
い
」「
２

年
、
３
年
、
10
年
先
の
市
民
生
活
を
考
え
た
す

ば
ら
し
い
決
断
で
あ
る
。
北
総
育
成
園
の
既
存

棟
の
大
規
模
改
修
事
業
に
関
し
て
も
、
わ
ず
か

な
額
で
も
補
正
と
し
て
き
ち
ん
と
上
げ
て
き
て

お
り
、
市
の
姿
勢
が
見
え
て
、
と
て
も
よ
い
」

と
の
賛
成
討
論
が
あ
っ
た
。

第
３
号
は
、「
貸
付
金
の
全
て
を
対
象
者
に

案
内
で
き
る
よ
う
、
し
お
り
の
中
身
も
改
善
し

て
ほ
し
い
」「
母
子
家
庭
の
利
用
割
合
か
ら
出

し
た
父
子
家
庭
の
補
正
額
が
わ
ず
か
な
の
は
、

母
子
家
庭
で
も
利
用
さ
れ
て
い
な
い
証
明
で
も

あ
る
。
も
っ
と
必
要
な
方
に
利
用
し
て
も
ら
う

よ
う
改
善
し
て
ほ
し
い
」
と
の
賛
成
討
論
が

あ
っ
た
。

採
決
の
結
果
、
付
託
さ
れ
た
３
案
は
い
ず
れ

も
全
会
一
致
で
可
決
し
た
。

文
教
委
員
会

議
案第

13
号
は
、「
船
橋
小
学
校
の
新
校
舎
に
つ
い

て
は
、
期
待
が
大
き
い
か
と
思
う
。
先
生
、
生

徒
、
保
護
者
か
ら
積
極
的
に
意
見
を
聞
き
、
直

せ
る
と
こ
ろ
は
、
す
ぐ
に
対
応
し
て
も
ら
い
た

い
」「
仮
設
校
舎
で
過
ご
し
た
思
い
出
を
大
切

に
し
て
も
ら
う
よ
う
、
学
校
で
配
慮
し
て
も
ら

い
た
い
」
と
の
賛
成
討
論
が
あ
っ
た
。

第
14
号
は
、「
学
校
給
食
費
を
公
会
計
化
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
評
価
し
て
い
る
。
新
制
度
へ

の
移
行
に
伴
い
、
学
校
現
場
で
混
乱
が
起
こ
ら

な
い
よ
う
配
慮
し
て
も
ら
い
た
い
」「
金
融
機

関
の
拡
大
な
ど
は
、
保
護
者
に
も
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
。
滞
納
が
あ
っ
た
場
合
、
小
学
校
・
中
学

校
の
違
い
で
保
護
者
が
混
乱
し
な
い
よ
う
綿
密

に
対
応
し
て
も
ら
い
た
い
」「
教
職
員
が
本
来

の
仕
事
に
専
念
で
き
る
方
向
の
一
歩
で
あ
り
、

高
く
評
価
す
る
。
中
学
校
入
学
時
に
、
急
に
市

立
中
学
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
生
徒
た
ち
へ
の

配
慮
を
願
う
」「
子
供
の
実
態
に
合
っ
た
給
食

提
供
が
維
持
で
き
る
の
か
と
い
う
点
は
危
惧
さ

れ
る
の
で
、ぜ
ひ
慎
重
に
扱
っ
て
も
ら
い
た
い
。

ま
た
、
中
学
1
年
生
の
給
食
が
4
月
か
ら
始
ま

る
よ
う
、
速
や
か
な
改
善
を
要
望
す
る
」「
保

護
者
、児
童
生
徒
、教
職
員
そ
れ
ぞ
れ
に
メ
リ
ッ

ト
が
認
め
ら
れ
る
。
今
後
、
学
校
現
場
で
扱
い

続
け
る
お
金
に
つ
い
て
も
、
事
故
が
起
こ
ら
な

い
よ
う
適
正
な
処
理
に
努
め
る
こ
と
を
要
望
す

る
」
と
の
賛
成
討
論
が
あ
っ
た
。

第
19
号
は
、「
校
舎
か
ら
給
食
棟
ま
で
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
配
慮
さ
れ
る

と
理
解
し
た
。
当
面
の
間
、
使
い
勝
手
の
良
さ

を
確
認
し
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
手
を
入
れ
る

こ
と
を
要
望
す
る
」「
非
常
に
離
れ
て
い
る
の

で
、
ト
イ
レ
の
基
数
を
ふ
や
す
こ
と
を
検
討
し

て
も
ら
い
た
い
」
と
の
賛
成
討
論
が
あ
っ
た
。

採
決
の
結
果
、
3
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一
致

で
可
決
し
た
。

平成26年（2014年）10月25日　　船橋市議会だより　№217

6

船橋市議会だより　№217　　平成26年（2014年）10月25日

＜各委員会の報告＞



と
り
親
家
庭
の
優
先
供
給
数
を
増
や
す
こ
と
を

要
望
す
る
」「
未
婚
の
父
母
等
も
対
象
と
し
て
、

条
例
制
定
等
を
し
っ
か
り
と
す
る
こ
と
を
要
望

す
る
」
と
の
賛
成
討
論
が
あ
っ
た
。

第
16
号
は
、「
工
事
費
な
ど
に
も
大
き
く
影
響

が
出
て
く
る
た
め
、
工
夫
し
た
入
札
の
手
法
を

今
後
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
の
賛
成
討

論
が
あ
っ
た
。

第
17
号
は
、「
市
内
業
者
の
育
成
と
営
業
を
守

る
と
い
う
立
場
で
、
可
能
な
限
り
共
同
企
業
体

を
組
ん
で
実
施
す
る
よ
う
要
望
す
る
」
と
の
賛

成
討
論
が
あ
っ
た
。

第
18
号
は
、「
末
端
労
働
者
の
方
た
ち
の
声
を

し
っ
か
り
聞
け
る
よ
う
な
手
法
を
今
後
も
様
々

な
形
で
追
求
し
て
い
く
こ
と
を
要
望
す
る
」
と

の
賛
成
討
論
が
あ
っ
た
。

第
21
号
は
、「
多
目
的
運
動
広
場
に
対
し
て
夜

間
利
用
の
要
望
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧

さ
れ
る
の
で
、
よ
く
検
討
し
照
明
設
置
を
し
て

い
た
だ
き
た
い
」「
多
目
的
広
場
の
北
側
と
東

側
へ
は
、
災
害
時
の
安
全
対
策
や
多
く
の
団
体

の
利
用
の
た
め
、照
明
設
置
を
要
望
す
る
」「
市

民
目
線
に
立
っ
て
、
使
う
人
の
身
に
な
っ
た
施

設
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
の
賛
成
討
論
が

あ
っ
た
。

採
決
の
結
果
、
７
案
は
い
ず
れ
も
全
会
一
致

で
可
決
し
た
。

陳
情第

26
号
は
、「
境
界
の
設
定
は
、
地
権
者
の
関

係
者
全
て
が
合
意
の
上
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
私
権
優
先
で
あ
る
」「
市
民
が
や
る
べ
き

も
の
は
市
民
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
特

定
筆
界
申
請
を
し
て
、
結
果
を
自
分
で
判
断
す

る
こ
と
も
重
要
。
そ
れ
が
う
ま
く
い
か
な
け
れ

ば
、
司
法
の
場
で
決
着
を
つ
け
る
し
か
な
い
」

と
の
不
採
択
討
論
が
あ
っ
た
。

第
27
号
「
市
と
し
て
は
修
正
を
し
た
と
い
う

こ
と
だ
と
思
う
」
と
の
不
採
択
討
論
、「
陳
情

者
と
話
し
合
い
を
し
て
、
事
実
関
係
や
処
理
を

し
た
状
況
を
伝
え
、
合
意
を
図
っ
て
い
く
必
要

が
あ
る
」
と
の
採
択
討
論
が
あ
っ
た
。

第
28
号
は
、「
陳
情
者
が
特
定
筆
界
制
度
で

位
置
を
定
め
、
周
辺
地
権
者
の
同
意
を
得
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
」
と
の
不
採
択

討
論
が
あ
っ
た
。

採
決
の
結
果
、第
27
号
は
賛
成
少
数
、第
26
号

及
び
第
28
号
は
賛
成
な
し
で
不
採
択
と
決
し
た
。

議
会
運
営
委
員
会

発
議
案

第
2
号
は
、「
人
口
は
微
増
が
続
い
て
お
り
、

定
数
を
削
減
す
る
必
要
性
を
感
じ
な
い
」「
突

然
、定
数
を
削
減
す
る
提
案
に
違
和
感
が
あ
る
」

「
減
員
さ
れ
た
議
員
が
聞
い
て
い
た
意
見
が
抜

け
落
ち
る
危
険
が
あ
る
」「
厳
し
い
経
済
の
原

因
や
、
議
会
と
の
関
係
、
定
数
を
結
び
つ
け
る

論
立
て
が
な
い
」
と
の
反
対
討
論
、「
行
政
運

営
コ
ス
ト
削
減
の
役
割
を
含
め
、
議
会
と
し
て

襟
を
正
し
、信
頼
を
高
め
る
役
割
が
あ
る
」「
定

数
が
多
い
と
い
う
声
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
」

と
の
賛
成
討
論
が
あ
っ
た
。

採
決
の
結
果
、
賛
成
少
数
で
否
決
し
た
。

健
康
福
祉
委
員
会

諮
問第

1
号
は
、「
棄
却
す
る
こ
と
は
行
政
が
そ
の

義
務
を
怠
っ
て
も
誰
の
責
め
も
受
け
な
い
こ
と

に
な
る
」
と
の
反
対
討
論
、「
分
割
納
入
額
の

決
定
は
手
続
を
踏
ん
で
進
め
た
も
の
と
考
え

る
」「
原
資
が
税
金
で
あ
る
以
上
、
早
く
返
し

て
も
ら
う
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
べ
き
で
あ
る
」「
問

題
が
発
覚
し
て
か
ら
市
側
が
尽
く
し
た
努
力
は

評
価
す
る
」
と
の
賛
成
討
論
が
あ
っ
た
。

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
異
議
が
な
い
旨

答
申
す
る
こ
と
に
決
し
た
。

議
案第

6
号
は
、「
事
務
処
理
上
こ
こ
ま
で
来
た
ら

や
む
を
得
な
い
」
と
の
賛
成
討
論
が
あ
っ
た
。

第
7
号
は
、「
福
祉
資
金
貸
付
事
業
の
対
象
に

父
子
も
含
ま
れ
る
こ
と
で
、
一
人
親
家
庭
へ
の

支
援
が
充
実
す
る
」と
の
賛
成
討
論
が
あ
っ
た
。

第
8
号
は
、
継
続
審
査
を
求
め
る
動
議
が

あ
っ
た
が
、
賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
た
の
で
、

討
論
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、「
次
の
形
が
示
せ
な

い
中
で
、
条
例
を
廃
止
す
る
や
り
方
は
議
会
が

軽
視
さ
れ
て
い
る
」
と
の
反
対
討
論
、「
現
行

制
度
と
新
制
度
で
異
な
る
点
な
ど
、
利
用
者
へ

の
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
」「
今

後
、
条
例
廃
止
後
の
形
に
つ
い
て
本
委
員
会
に

報
告
が
あ
る
」
と
の
賛
成
討
論
が
あ
っ
た
。

第
9
号
は
、「
利
用
条
件
の
拡
大
に
よ
る
新
た

な
希
望
者
に
も
対
応
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
」

と
の
賛
成
討
論
が
あ
っ
た
。

議

長

採
決
の
結
果
、
第
6
号
、
第
7
号
、
第
9
号

は
全
会
一
致
で
、
第
8
号
は
賛
成
多
数
で
可
決

し
た
。
な
お
、
第
8
号
採
決
後
、
※
附
帯
決
議

が
提
起
さ
れ
た
が
、賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
た
。

市
民
環
境
経
済
委
員
会

所
管
事
務
調
査
と
し
て
、
環
境
部
か
ら
市
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の
状
況
と
し
て
、
船
橋
市
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
導
入
方
針
の
策
定
に
つ

い
て
の
説
明
が
あ
り
、
導
入
対
象
施
設
、
補
助

金
の
積
極
的
な
活
用
、
休
耕
地
の
活
用
、
バ
イ

オ
マ
ス
発
電
に
つ
い
て
等
の
質
疑
が
あ
っ
た
。

建
設
委
員
会

議
案第

10
号
は
、「
立
ち
入
り
検
査
等
を
行
い
、
今

後
も
緑
豊
か
な
地
域
を
守
っ
て
い
た
だ
き
た

い
」「
引
き
続
き
風
致
地
区
に
お
け
る
行
為
の

規
制
、
許
可
等
を
行
う
た
め
に
必
要
だ
が
、
違

反
物
件
は
早
急
に
指
導
改
善
す
る
こ
と
を
要
望

す
る
」
と
の
賛
成
討
論
が
あ
っ
た
。

第
11
号
は
、「
居
住
に
関
連
す
る
施
設
、
そ
れ

と
連
携
し
た
公
共
交
通
に
施
策
を
講
じ
る
こ
と

で
、
豊
か
な
街
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
を
期
待

す
る
」「
容
積
率
の
緩
和
規
定
は
、
質
の
高
い

住
宅
作
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の
賛
成

討
論
が
あ
っ
た
。

第
12
号
は
、「
住
宅
供
給
計
画
に
お
い
て
、
ひ

※附帯決議……議決にあたり、意見や希望を表明する決議のこと。
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議会運営委員会
議

長

対面方式で行う質疑・質問について、待機席を撤去すること及び持ち時間は答弁にかかる時間を含めないこ
ととしたほか、答弁訂正の運用方法、質問席の踏み台を常設することを決定しました。
また、反問権・反論権の付与に関して、見直しを行い、試行を継続することとしたほか、議員が議員に対し
て行う質疑・答弁は全て答弁席で試行することを決定しました。

7月14日　会議
・議会改革について（対面方式について、反問権・反論権の付与）
・人事議案の審議方法について・質問席の踏み台設置について
・陳情の取り扱いについて・答弁訂正の方法について
8月8日　会議
・議員に対して行う質疑方法について・議会改革について（反問権・反論権の付与）
・陳情の取り扱いについて・答弁訂正の運用方法について・視察について
8月21日　会議
・第3回定例会の審議日程等について・議員に対して行う質疑方法について
・議会改革について（反問権・反論権の付与）・視察について

総務委員会
本市の消防訓練の動画を視聴して説明を受け、質疑を行った後、各種災害を想定した総合訓練施設である松
戸市及び柏市の消防訓練センターを視察しました。後日、視察の感想を述べ合ったほか、社会保障・税番号
制度について調査研究を行い、民間経験のある広報担当者の採用について報告を受け、質疑を行いました。

7月9日　会議
　・本市における消防訓練について
7月9日　視察
　・�松戸市及び柏市（消防訓練センターについて（行先：松戸市消防訓
練センター及び柏市消防訓練センター））

7月28日　会議
　・社会保障・税番号制度について　　　・視察の感想について
　・行政視察の進捗状況について
　・民間経験のある広報担当者の採用について

建設委員会

7月2日に市内風致地区として指定されている葛飾地区・中山競馬場地区・
法典地区・滝不動地区の視察を行いました。
現地ではそれぞれの地区の範囲や現状について説明を受け、その都度
質疑を行いました。

7月2日　視察
　・�市内風致地区指定箇所（葛飾・中山競馬場・法典・滝不動）
　　（船橋市風致地区指定箇所の現状調査について）

市内風致地区指定箇所の視察風景

柏市での視察風景

閉会中の委員会報告
議会の閉会中においても、所管に係る懸案事項などについて調査研究をします。前定例会閉会後か

ら今定例会開会前までに開催された各委員会の活動を報告します。
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健康福祉委員会

市川市の視察では市川市における精神保健の現状と取り組みについて説明を受け、質疑を行いました。
特定非営利活動法人PACガーディアンズ及び船橋市成年後見支援センターより参考人を招致し、成年後見制度
について説明を受け、質疑を行いました。

7月9日　会議
・介護保険負担限度額認定決定通知書及び同認定証の交付に伴う居住費等の負担限度額の誤記載書類の送付事
故について
・健康福祉局福祉サービス部生活支援課職員が生活保護費を着服したこ
とについて
・成年後見制度について
・平成26年度第2回船橋市子ども・子育て会議について
7月9日　視察
　市川市　（精神保健の取り組みと現状について�）
8月5日　会議
・（仮称）保健福祉センターについて
・平成26年度第3回船橋市子ども・子育て会議について

広報委員会

7月14日の委員会では、議会ウェブサイトの構成や項目毎の掲載期間等について協議を行いました。特に、
本会議録については、昭和57年から平成6年までを新たに掲載することを決定し、議長にこのことを報告しま
した。
8月4、5日には第5回小中学生議会見学会を開催し、委員がそれぞれの日を担当して、議会の仕組みの説明や、
議会各施設の案内、参加者と議員のお話し会を行いました。

7月14日　会議
　・議会ウェブサイトの運用について
　・視察について

市川市での視察風景

請願・陳情の受理期限は、11 月 18 日（火）午後 5 時です。
予定審議日程
月日(曜日) 開会予定時間 主　な　議　事
１１月１９日㈬ 午後１時 開会、議案提案説明他

２７日㈭ 午後１時 質疑
２８日㈮ 午後１時 一般質問

１２月１日㈪〜４日㈭ 午後１時 一般質問
８日㈪ 未　定 総務委員会
９日㈫ 未　定 健康福祉委員会
１０日㈬ 未　定 市民環境経済委員会
１１日㈭ 未　定 建設委員会
１２日㈮ 未　定 文教委員会
１６日㈫ 未　定 予算特別委員会
１９日㈮ 午後１時 付託事件の審査報告と採決、発議案の審議、閉会

「市議会だより」に対するご意見・ご感想をお寄せください。
〒273-8501 船橋市湊町 2-10-25　船橋市議会　広報委員会
電　話  047（436)3012　ＦＡＸ  047（436)3013
Ｅメール　gikai-chosa@city.funabashi.lg.jp

◎次の定例会は11月19日（水）開会の予定です。

Twitter　
URL：https://twitter.com/

funabashi_gikai

LINEアプリで以下のIDを検索するか、
右記コードを読み取り「友
達登録」を行ってください。
LINE ID：@funabashi_gikai

Twitter（ツイッター）及び
LINE（ライン）を活用した情報発信
本会議、委員会に関すること、市議会からのお知ら
せなどの情報発信をしております。下記コードを読み
取り、アクセスすると情報を閲覧することができます。
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身近な船橋市議会を目指して
〜市議会議員とは〜

最近、市議会議員等の不祥事が全国で発生しており、市議会並びに市議会議員
への信頼回復への取り組みは急務といえる状況です。
今号では、わかりづらい面も多々ある市議会議員の役割や仕事についてご紹介
します。

市議会は、住民の代表として選挙で選ばれた議員に
よって構成されています。また、執行機関の長である
市長も、同じく選挙で選ばれます。
市長が執行機関であるのに対し、市議会は議決機関

としてその執行をチェックする機能を有しています。
そのため、議員は二元代表制の一翼を担うにふさわ

しい見識と使命感を持って議会の議決や活動を行って
います。

市議会議員は、市の行っていることが、適法・適正か、また、公平・効率的・民主的になさ
れているかを監視し、必要に応じて是正を求めたりまたは代案を出すなどが重要な仕事です。
そのため、政策形成に必要な情報収集や住民との意見交換、また提出された議案の調査や日常
の事務調査を行っています。活動の時期は年４回の定例会のみではなく、定例会と定例会の間（閉
会中）には、常任委員会や特別委員会を開催したり、会派独自で会議を開催したり、また、議員個々
で活動を行っています。

※常任委員会とは
　�行政の複雑化・多様化・専門化に対応して専門的・効率的に審査・調査をするために設けられるもので、本会議の
予備的審査機関とも言われます。本市議会には、6つの常任委員会があり、その部門に属する事項について審査・調
査を行います。

議員は、常日頃から法令遵守に努め、高い倫理観と責任感を持って活動しています。
なお、公選により選ばれる議員が、選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理
由を問わず法律で禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止さ
れています。
これらのことについての詳細は、千葉県選挙管理委員会のホームページに記載されています。

市議会議員の役割

議員の仕事

寄附行為の禁止について

千葉県選挙管理委員会

閉会中の各委員会の開催日数
常任委員会

議会運営
委員会総務 健康福祉 市民環境

経済 建設 文教 広報

平成 24 年 6 15 1 4 3 13 16
平成 25 年 7 11 1 1 4 13 16
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　政務活動費については、支出の透明性を確保するため、以前から領収証の添付や、説明責任を果たせる報告書
を作成したりしています。また、ホームページ上でも、その概略はご覧いただけるようになっています。

議員には、毎月、議員報酬が支給されます。それ以外にも、市政に関する調査研究活動の
ために支給される政務活動費があります。

市議会では、本会議や委員会は直接傍聴ができるようになっています（関連記事P.13）。
原則として会議は公開していますので、お時間を作っていただき、傍聴にぜひお越しくださ
い。
また、本会議及び委員会の生中継や録画映像のインターネット配信、市議会のホームペー
ジでも様々な情報の発信を行っているほか、「LINE」や「Twitter」による情報提供も行っ
ています。

議長�759,000円　　副議長�686,000円　　議員�613,000円

議員一人当たり月額8万円、年総額96万円

期末手当として、上記報酬の3.95か月分

下の表に掲げる政務活動のいずれか

議員報酬などのあらまし

議員報酬

政務活動費

○全議員に支給されます。

○会派（所属議員2人以上の会派）または議員個人に交付されます。

※�左記金額から所得税や
住民税、各種公的保険
料を差引いた額が実際
の手取りとなります

金　　額

金　　額

そ の 他

主な使途

項　目 内　容

調 査 研 究 費 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研 修 費 議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経
費

広 報 費 議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広 聴 費 議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活
動に要する経費

要請・陳情活動費 議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会 議 費 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する
経費

資 料 作 成 費 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資 料 購 入 費 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人 件 費 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事 務 所 費 議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

船橋市議会

積極的な情報発信
を行っています

委員会の録画映像配信▶
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小中学生 議会見学会 を開催しました
夏休みの自由研究

 議員に直接聞いてみよう！市議会のお仕事って？ 

船橋市議会では、議会の役割や仕組みを理解していただくことを目
的に、第5回小中学生議会見学会を開催しました。
当日は、担当の議員から市議会の仕組みについての説明があったあ
と、パンフレット片手に議長室や本会議場など、普段なかなか入るこ
とのできない施設を議員と一緒に見学しました。見学会の最後には、
議員と直接おしゃべりをする機会として「お話し会」を設けました。
参加者からは、「また機会があれば参加したい」といった声が聞かれ
ました。

  ⑴ 市議会の仕組み、本会議・委員会の様子を紹介
プロジェクターを使用し、広報委員長・副委員長による説明で、市議会の仕組みや、実際に住民の
願いを請願陳情という制度を利用して市に伝えていく流れを「住民からの願いが市に届くまで」と題
したスライドで追いながら、市議会の役割を学んでいただきました。
また、実際の会議の様子を録画映像で見ていただきました。みなさん、
真剣な表情で熱心にメモをとっていました。

  ⑵ 市議会施設見学
参加したみなさんは、普段入ることができない議長室や委員会室な
どに興味津々の様子。本会議場では、広さに驚く声があがったり、設
置されている様々な設備を前にして、議員の説明を一生懸命聞いていました。また、ひとりずつ議長
席に座っての記念撮影、参加したみなさんと議員での記念撮影を行いました。

  ⑶ 議員とのお話し会
見学会の最後は、議員と輪になってのお話し会です。直接議員と話
ができる機会とあって、ちょっと緊張しながらも、普段なかなか聞け
ないことを聞いたりしていました。みなさん次第にリラックスして、
笑い声があがったり、もっとお話したかったなどの感想もあり、楽し
い時間を過ごしていました。

・議員さんは色々な知識があるのですごいと思った。

・わからなかったことがわかり、議員さんを身近に感じた。

・とても緊張したけど、色々な話が聞けたのでよかった。

・普段は入れない場所や、色々な所に入れて楽しかった。

・施設の見学やスクリーンでわかりやすく説明してくれて、とてもわかりやすかった。

・議長の椅子にも座れて、写真も撮影してくれたのでよかった。　・議場がとても広くて驚いた。

・議員さんがいつもまちを良くしようとしてくれていることが感じられた。

参加者の感想

平成26年（2014年）10月25日　　船橋市議会だより　№217
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議場に出席している議員
の人数と質問できる残り
時間を表示しています。
残り時間がなくなると質
問の途中でもやめなけれ
ばいけません。

議員の中から選ばれた、
市議会の代表である議長
が座り、本会議の議事を
進めます。

市 議 会 の 傍 聴 に 行 こ う！
実際に市議会を見てみませんか？ 手続きはとても簡単です

皆様のお越しをお待ちしております。

1. 市役所本庁舎入口

傍聴席から見た議場

執行機関

議　席

2.  11 階の傍聴受付で住所、
氏名を記入し、傍聴券を
受け取ってください。

3. いよいよ、傍聴席へ！

残時間表示盤

議長席
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「市議会だより」1面写真 募集 優秀な成績を収めた個人･団体を表彰

広報委員会では、年4回の定例会ごとに発行さ
れる「ふなばし市議会だより」の表紙を飾る写
真を募集しています。
個人の方はもちろん、写真サークル等でご活
躍中の皆さまの、“船橋らしい”一枚をご応募を
お待ちしております！

【応募資格】市内在住・在勤・在学の方
【規　　格】 カラープリント2Lサイズ又はJPEG

データ（1MB以上）に限る

市議会では、「船橋市議会優良団体等表彰要綱」
を策定し、学術・芸術・体育・産業・ボランティ
ア活動等の分野における競技会・コンクール等
の全国的な大会で優秀な成績を収めた者又は団
体を表彰いたします。表彰者は、推薦のあった
都度、協議して決定いたします。
皆様からの推薦をお待ちしています。

応募・問合せはこちら!
議会事務局　庶務課
電話：047-436-3012
FAX：047-436-3013

E-mail：gikai-chosa@city.funabashi.lg.jp

船橋市議会からのお知らせ



し
た
各
種
法
律
を
遵
守
し
、
法
を
執
行
す
る
立

場
で
あ
る
た
め
、
地
方
自
治
法
な
ど
、
職
務
遂

行
に
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
現
在
研
修
を

行
っ
て
い
る
が
、
今
後
も
よ
り
よ
い
研
修
方
法

に
つ
い
て
研
究
し
て
い
く
。

集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
閣
議
決
定

日
本
共
産
党
　
渡
辺
　
ゆ
う
子

質
問 

宣
伝
や
住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧
許
可

等
市
長
は
自
衛
官
募
集
の
事
務
を
担
っ
て
お

り
、自
衛
隊
に
勤
務
す
る
市
民
も
多
い
。海
外
の

戦
闘
地
域
に
派
兵
さ
れ
戦
死
者
が
出
る
事
態
に

な
る
閣
議
決
定
に
つ
い
て
市
長
の
見
解
を
伺
う
。

答
副
市
長　
安
全
保
障
は
国
の
専
管
事
項
で

あ
り
国
の
責
任
で
対
応
す
べ
き
も
の
。
自
衛
官

募
集
は
受
託
事
務
、
同
列
に
議
論
で
き
な
い
。

少
子
化
対
策
と
し
て
の
婚
活
支
援

凛
（
り
ん
）　
つ
ま
が
り
　
俊
明

質
問 

市
と
し
て
、
婚
活
に
つ
い
て
所
管
を

決
め
て
応
援
し
て
い
く
べ
き
で
は
。

答
企
画
財
政
部
長　
他
市
の
支
援
制
度
を
把

握
す
る
と
と
も
に
、
県
事
業
の
検
証
結
果
を
踏

ま
え
研
究
し
て
い
き
た
い
。

社
会
福
祉
法
人
の
選
定
に
関
し
て

み
ん
な
の
党
・
無
所
属
の
会
　
中
原
　
し
ん
す
け

質
問 

前
市
長
の
妻
が
経
営
す
る
社
会
福
祉

法
人
に
市
の
事
業
を
委
託
す
る
こ
と
は
市
民
の

理
解
を
得
ら
れ
な
い
。
条
例
で
禁
止
す
る
又
は

辞
退
を
求
め
る
べ
き
で
は
。

答
市
長�

前
市
長
に
関
係
し
て
い
る
法
人
は
、

以
前
か
ら
市
の
施
策
に
協
力
し
経
験
も
豊
富
。

厳
格
な
審
査
の
元
で
よ
り
よ
い
も
の
を
選
ぶ
。

予
算
編
成
過
程
の
公
開

無
所
属
　
高
橋
　
宏

質
問 

平
成
26
年
度
排
水
機
場
遠
方
監
視
制

御
設
備
の
更
新
に
つ
い
て
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン

グ
の
再
検
討
が
必
要
と
さ
れ
た
予
算
の
一
部
が

市
長
復
活
し
て
い
る
。
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の

意
味
が
な
く
無
駄
だ
。
全
事
業
の
詳
細
資
料
を

開
示
し
、
予
算
編
成
過
程
は
公
開
す
べ
き
。

答
企
画
財
政
部
長　
予
算
編
成
過
程
の
公
開

に
つ
い
て
は
、
時
期
や
方
法
、
説
明
内
容
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
る
。
全
事
業
の
詳
細
資
料
の

開
示
は
、
現
時
点
で
は
考
え
て
い
な
い
。

 

生
活
・
安
全

振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
対
策公明

党
　
藤
川
　
浩
子

質
問�

振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
が
減
ら
な
い

が
、
警
察
と
の
連
携
や
対
策
は
ど
の
よ
う
に
さ

れ
て
い
る
の
か
。

答
市
民
生
活
部
長　
船
橋
両
警
察
署
と
庁
内

の
関
係
17
課
に
よ
る
還
付
金
詐
欺
等
防
止
対
策

会
議
を
開
催
し
、
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
や
注
意
喚

起
の
声
掛
け
と
啓
発
チ
ラ
シ
の
配
布
を
実
施
。

ま
た
、
警
察
や
防
犯
組
合
連
合
会
と
連
携
し
て

注
意
喚
起
の
チ
ラ
シ
を
5
万
枚
作
成
し
、
老
人

ク
ラ
ブ
連
合
会
、
民
生
児
童
委
員
協
議
会
、
自

治
会
連
合
協
議
会
に
配
布
や
回
覧
を
依
頼
。
警

察
を
通
じ
金
融
機
関
等
へ
の
配
布
も
依
頼
。
さ

ら
に
、警
察
に
加
え
市
も
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
。

消
防
署
所
の
整
備

自
由
民
主
党
・
無
所
属
の
会
　
島
田
　
た
い
ぞ
う

質
問 

人
口
増
加
も
著
し
い
坪
井
地
区
を
含

む
古
和
釜
町
、松
が
丘
地
区
の
早
急
な
対
応
は
。

答
消
防
局
長�

消
防
署
所
の
建
設
に
向
け
た

用
地
の
選
定
を
進
め
て
い
る
。

危
険
ド
ラ
ッ
グ
対
策

質
問  

本
市
の
状
況
と
販
売
店
へ
の
対
策
は
。

答
保
健
所
理
事�

３
店
舗
あ
っ
た
が
２
店
舗

は
閉
店
し
、１
店
舗
は
県
が
廃
棄
を
指
示
し
た
。

 

防
災

災
害
情
報
伝
達
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
開
設
を
）

日
本
共
産
党
　
中
沢
　
学

質
問 

国
は
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
ア
ナ
ロ
グ

周
波
数
帯
の
跡
地
利
用
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ

ラ
ジ
オ
局
の
免
許
申
請
受
付
を
年
内
に
開
始
す

る
。
こ
の
千
載
一
遇
の
好
機
を
逃
さ
ぬ
よ
う
早

急
に
開
局
に
向
け
た
取
り
組
み
に
着
手
す
べ
き
。

答
市
長
公
室
長　
国
の
募
集
要
項
が
出
た
ら

市
と
し
て
ど
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
考
え
る
。

無
秩
序
開
発
で
防
災
力
が
低
下
（
広
島
に
学
べ
）

質
問 

無
秩
序
な
開
発
に
市
が
便
宜
を
図
り

一

般

質

問
市
の
一
般
事
務
に
関
し
て
、
事
務
の
執
行
状
況
、
将
来
の
方
針
等
の
所
信
や
疑
問
を
た
だ
し
、
あ
る

い
は
報
告
や
説
明
を
求
め
る
も
の
で
す
。

 
企
画
・
財
政

消
防
団
員
の
優
遇
措
置

公
明
党
　
橋
本
　
和
子

質
問 

前
議
会
で
地
域
を
挙
げ
て
消
防
団
を

応
援
す
る
取
り
組
み
と
し
て
、
消
防
団
員
が
団

員
証
を
店
舗
等
に
提
示
す
る
と
優
遇
を
受
け
ら

れ
る
制
度
に
取
り
組
ん
で
い
る
松
山
市
や
長
野

県
の
事
例
を
紹
介
し
た
が
、
本
市
で
も
取
り
入

れ
、
消
防
団
員
が
や
り
が
い
を
持
っ
て
活
動
で

き
る
環
境
を
整
備
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

答
消
防
局
長　
消
防
団
員
の
確
保
や
認
知
度

向
上
を
目
的
と
し
て
、
既
に
一
部
の
自
治
体
で

消
防
団
員
の
優
遇
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
効
果
等
に
つ
い
て
情
報
収
集
を
行
う

と
と
も
に
、
消
防
団
員
の
声
も
聞
く
な
ど
し
、

調
査
・
研
究
す
る
。

職
員
研
修
に
憲
法
を日

本
共
産
党
　
石
川
　
敏
宏

質
問 

生
活
保
護
費
を
私
的
に
流
用
し
、
国

民
の
生
存
権
を
脅
か
し
た
職
員
が
、
懲
戒
解
雇

さ
れ
た
。
職
員
は
、
憲
法
の
前
文
や
憲
法
が
定

め
て
い
る
各
条
項
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
市
民

と
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
現
在
の
職

員
研
修
計
画
書
に
は
、
憲
法
の
研
修
が
な
い
の

で
、
初
任
者
や
課
長
、
部
長
な
ど
の
各
段
階
で

毎
年
必
ず
受
け
る
よ
う
に
す
べ
き
と
考
え
る
。

研
修
体
系
の
改
善
を
求
め
る
。

答
総
務
部
長　
職
員
は
、
憲
法
を
は
じ
め
と
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ど
ん
ど
ん
災
害
に
弱
い
街
に
な
っ
て
い
る
。
開

発
規
制
を
強
化
す
べ
き
。
広
島
の
痛
ま
し
い
犠

牲
か
ら
教
訓
を
く
み
と
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
市
長　
私
権
と
公
益
の
両
方
を
見
定
め
て

運
用
し
て
い
く
の
が
正
し
い
あ
り
方
だ
と
思
う
。

土
砂
災
害
へ
の
備
え

公
明
党
　
松
嵜
　
裕
次

質
問 

市
内
の
土
砂
災
害
危
険
箇
所
へ
の
対

応
と
警
戒
区
域
指
定
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

答
市
長
公
室
長　
県
が
公
表
し
た
市
内
60
の

危
険
箇
所
の
う
ち
26
箇
所
に
つ
い
て
区
域
指
定

の
た
め
説
明
会
を
行
っ
た
が
賛
同
を
得
ら
れ

ず
、
指
定
は
一
時
保
留
を
申
し
出
て
い
る
。

質
問 

広
島
市
で
の
災
害
を
受
け
、
国
で
は

危
険
箇
所
へ
の
周
知
を
徹
底
す
る
よ
う
方
針
が

変
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
基
礎
調
査
を
含
め
対
応

を
急
ぐ
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
市
長
公
室
長　
周
辺
住
民
に
と
っ
て
も
危

険
箇
所
の
周
知
は
重
要
と
考
え
る
。
該
当
地
域

の
市
民
に
丁
寧
に
説
明
し
理
解
を
求
め
て
い
く
。

三
角
巾
を
使
用
し
た
救
急
訓
練

自
由
民
主
党
　
佐
藤
　
新
三
郎

質
問 

負
傷
者
に
対
し
て
応
急
手
当
を
す
る

際
に
使
用
す
る
、
三
角
巾
の
応
用
と
し
て
、
応

急
担
架
の
作
り
方
な
ど
の
講
習
会
や
訓
練
等
の

開
催
に
つ
い
て
、
市
民
へ
の
周
知
、
啓
発
は
、

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

答
消
防
局
長　
三
角
巾
を
使
用
し
た
応
急
手

当
や
、
応
急
担
架
の
作
成
方
法
に
つ
い
て
は
、

定
期
の
救
命
講
習
会
や
、
消
防
訓
練
時
等
に
お

い
て
指
導
し
て
い
る
。
今
後
も
引
き
続
き
、
い

ざ
と
い
う
と
き
に
市
民
の
皆
様
が
協
力
し
て
、

目
の
前
の
疾
病
者
に
対
し
て
み
ず
か
ら
の
手
で

救
急
対
応
が
で
き
る
よ
う
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を

捉
え
て
、
積
極
的
に
丁
寧
な
指
導
を
も
っ
て
普

及
啓
発
を
図
っ
て
い
く
。

 

子
育
て
・
健
康
・
福
祉

「
子
ど
も
食
堂
」
で
子
ど
も
の
貧
困
対
策
を

市
民
社
会
ネ
ッ
ト
　
朝
倉
　
幹
晴

質
問�

子
ど
も
の
貧
困
対
策
で
、学
習
サ
ポ
ー

ト
に
加
え
て
、
豊
島
区
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
子
ど
も
た

ち
に
夕
食
を
提
供
す
る
「
子
ど
も
食
堂
」
も
始

め
て
い
る
。
市
も
検
討
す
べ
き
で
は
。

答
子
育
て
支
援
部
長　
「
子
ど
も
食
堂
」
は

地
域
で
子
ど
も
を
見
守
る
支
え
あ
い
の
活
動
と

捉
え
て
い
る
。
豊
島
区
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
も
助
成
事
業

で
あ
る
の
で
、
国
の
動
き
を
注
視
し
た
い
。

人
間
ド
ッ
ク
助
成
制
度
の
導
入
を

市
民
社
会
ネ
ッ
ト
　
浦
田
　
秀
夫

質
問 

昨
年
の
第
３
回
定
例
会
で
、
市
長
は
、

「
が
ん
な
ど
の
生
命
に
関
わ
る
よ
う
な
病
気
の

早
期
発
見
と
い
う
点
で
は
、
人
間
ド
ッ
ク
が
重

要
な
検
診
で
あ
る
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
い

る
。今
後
も
制
度
の
在
り
方
や
内
容
も
含
め
て
、

検
討
し
て
い
き
た
い
。」
と
答
弁
し
た
が
、
検

討
結
果
と
実
施
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

答
健
康
福
祉
局
長　
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
の
検
診
機
会
の
提
供
拡
充
に
つ
な
が
り
、
医

療
費
適
正
化
の
効
果
も
期
待
で
き
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。
国
民
健
康
保
険
料
の
公
平
な
使
い

方
と
い
う
課
題
も
あ
る
た
め
、
適
切
な
方
策
に

つ
い
て
、
具
体
的
に
検
討
し
て
い
る
が
、
時
期

に
つ
い
て
は
も
う
し
ば
ら
く
時
間
を
頂
き
た
い
。

高
齢
者
支
援
の
各
種
制
度
の
周
知
徹
底
を

凛
（
り
ん
）　
大
沢
　
久

質
問 

行
政
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
高
齢
者

に
対
し
各
種
制
度
を
周
知
し
て
い
る
の
か
。

答
福
祉
サ
ー
ビ
ス
部
長　
毎
年
発
行
の
介
護

保
険
高
齢
者
福
祉
ガ
イ
ド
を
配
布
し
た
り
、
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
で
各
種
制
度
の

周
知
を
行
っ
た
り
し
て
い
る
。

小
規
模
保
育
事
業
の
実
施

み
ん
な
の
党
・
無
所
属
の
会
　
中
原
　
し
ん
す
け

質
問 

小
規
模
保
育
事
業
を
始
め
る
に
あ
た

り
連
携
を
受
け
る
保
育
園
、
幼
稚
園
が
な
い
と

い
う
こ
と
を
市
は
想
定
し
て
い
た
の
か
。
ま
た

待
機
児
童
を
ど
の
程
度
減
ら
せ
る
と
見
込
む
か
。

答
子
育
て
支
援
部
長　
条
件
が
合
え
ば
一
定

数
受
け
て
も
ら
え
る
と
考
え
る
。
待
機
児
童
解

消
に
有
効
な
手
段
と
な
る
よ
う
検
討
す
る
。

福
祉
作
業
所
太
陽
の
運
営市

政
会
　
日
色
　
健
人

質
問 

ゆ
と
り
を
持
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
作
業

を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
現
行
15
時
ま
で
と

な
っ
て
い
る
活
動
時
間
を
新
施
設
の
開
所
に
あ

わ
せ
て
、
延
長
で
き
な
い
か
。
同
時
に
職
員
の

増
員
や
勤
務
時
間
、
柔
軟
な
勤
務
体
制
の
検
討

を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
春
休
み
、
夏

休
み
、冬
休
み
な
ど
の
特
別
休
所
日
に
つ
い
て
、

利
用
者
の
利
便
性
を
損
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
改
善
は
し
な
い
の
か
。

答
福
祉
サ
ー
ビ
ス
部
長　
活
動
時
間
の
延
長

に
つ
い
て
は
、
行
田
に
開
設
さ
れ
た
社
会
福
祉

法
人
に
よ
る
事
業
所
が
、
16
時
ま
で
を
予
定
し

負傷者に対して応急手当を施せるよう訓練の実施を

豊島区のNPO法人が開設している「要町あさやけ子ども食堂」
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て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
が
可
能
か
検
討
し
て
い
き
た
い
。
特
別
休
所

日
に
つ
い
て
も
、
職
員
の
適
正
な
勤
務
体
制
を

含
め
検
討
し
て
い
く
。

放
課
後
ル
ー
ム
施
策

民
主
党
　
斉
藤
　
誠

質
問 

放
課
後
ル
ー
ム
の
非
常
勤
職
員
の
不

足
が
26
名
と
い
う
大
変
残
念
な
結
果
だ
が
、
こ

の
ま
ま
ル
ー
ム
指
導
員
の
時
給
単
価
を
引
き
上

げ
ず
に
、
待
遇
改
善
し
な
い
ま
ま
で
は
、
募
集

し
て
も
結
果
は
あ
ま
り
変
わ
り
は
な
い
の
で
は

な
い
か
。

答
子
育
て
支
援
部
長　
放
課
後
ル
ー
ム
指
導

員
の
待
遇
改
善
に
つ
い
て
は
、
大
変
重
要
な
課

題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
来
年
度
か
ら
の

改
善
を
目
指
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

質
問 

法
典
西
放
課
後
ル
ー
ム
の
待
機
児
童
対

策
に
つ
い
て
学
校
敷
地
内
に
適
当
な
場
所
が
な

い
と
い
う
こ
と
で
、
校
舎
増
築
と
同
時
に
校
舎

内
に
第
２
放
課
後
ル
ー
ム
の
増
設
を
す
る
か
、

あ
る
い
は
現
在
の
放
課
後
ル
ー
ム
の
建
て
替
え

を
し
て
２
階
建
て
に
す
る
か
、
考
え
を
伺
う
。

答
子
育
て
支
援
部
長�

法
典
地
域
は
児
童
推

計
が
大
変
難
し
い
地
域
な
の
で
、
法
典
西
小
学

校
の
増
築
校
舎
が
竣
工
し
た
時
点
に
お
け
る
児

童
数
の
状
況
を
見
な
が
ら
、
ル
ー
ム
と
し
て
利

用
で
き
る
場
所
に
つ
い
て
、
学
校
及
び
教
育
委

員
会
と
協
議
し
た
い
。

外
国
籍
市
民
へ
の
言
葉
の
支
援
「
医
療
通
訳
」

公
明
党
　
石
崎
　
幸
雄

質
問 

日
本
語
が
で
き
な
い
外
国
籍
市
民
が

安
心
し
、
且
つ
彼
ら
の
基
本
的
人
権
を
尊
重
す

る
医
療
体
制
、
特
に
精
神
科
の
診
療
で
は
必
須

の
「
医
療
通
訳
」
制
度
と
外
国
語
対
応
可
能
職

員
間
の
院
内
協
力
体
制
の
構
築
を
問
う
。

答
副
病
院
局
長　
「
医
療
通
訳
」
の
必
要
性

は
認
識
し
て
い
る
。
現
状
は
専
門
性
が
要
求
さ

れ
る
た
め
常
時
の
対
応
は
困
難
で
あ
る
。
外
国

語
対
応
可
能
な
職
員
の
登
録
制
度
は
検
討
す
る
。

質
問 

国
際
交
流
室
の
専
門
性
を
活
か
し
た

外
国
籍
患
者
と
医
療
セ
ン
タ
ー
支
援
を
問
う
。

答
市
長
公
室
長　
医
療
に
精
通
す
る
専
門
性

が
必
要
な
の
で
協
力
で
き
る
範
囲
を
相
談
す
る
。

不
妊
治
療
に
対
す
る
助
成公

明
党
　
仲
村
　
秀
明

質
問 

不
妊
治
療
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
高
ま

り
助
成
対
象
を
拡
大
す
る
自
治
体
も
増
え
て
い

る
。
一
般
不
妊
治
療
や
男
性
の
治
療
へ
の
助
成

を
行
っ
て
は
ど
う
か
。

答
健
康
部
長　
今
後
国
の
動
向
を
注
視
し
、

既
に
助
成
し
て
い
る
自
治
体
に
対
し
て
、
助
成

の
目
的
や
内
容
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
る
。

介
護
保
険
制
度
の
新
総
合
事
業
へ
の
移
行

公
明
党
　
角
田
　
秀
穂

質
問 

要
支
援
者
に
対
す
る
予
防
給
付
の
う

ち
、
訪
問
介
護
等
を
市
町
村
主
体
で
実
施
す
る

新
総
合
事
業
へ
の
移
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

答
福
祉
サ
ー
ビ
ス
部
長　
７
月
末
に
示
さ
れ

た
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
ど
の
よ
う
な

事
業
を
構
築
す
べ
き
か
、
関
係
各
課
と
検
討
し

て
い
る
。さ
ま
ざ
ま
な
解
決
す
べ
き
課
題
か
ら
、

平
成
27
年
度
当
初
か
ら
の
移
行
は
難
し
い
。

質
問 

次
期
介
護
保
険
事
業
計
画
期
間
中
の

移
行
に
向
け
準
備
は
ど
の
よ
う
に
進
め
る
の
か
。

答
福
祉
サ
ー
ビ
ス
部
長　
事
業
者
ア
ン
ケ
ー

ト
等
で
現
状
把
握
し
た
。
移
行
時
期
は
次
期
計

画
策
定
の
中
で
決
め
て
い
き
た
い
。

水
痘
の
定
期
予
防
接
種

自
由
民
主
党
・
無
所
属
の
会
　
鈴
木
　
和
美

質
問�

任
意
接
種
で
あ
っ
た
水
痘
ワ
ク
チ
ン

を
2
回
接
種
し
て
い
る
3
歳
以
上
の
子
供
は
、

非
常
に
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
水
痘
の
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
に
は
2
回
接
種
を
受
け
る

こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
か
ら
、
経
過
措
置
対
象

者
で
過
去
に
1
回
自
費
で
水
痘
ワ
ク
チ
ン
の
接

種
を
受
け
て
い
る
者
及
び
生
後
12
月
か
ら
生
後

36
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
定
期
接
種
と
し
て
1

回
目
の
接
種
を
受
け
て
お
り
、
2
回
目
の
接
種

が
生
後
36
月
を
越
え
て
し
ま
う
者
に
つ
い
て

も
、
公
費
負
担
接
種
の
対
象
と
な
ら
な
い
か
。

答
健
康
福
祉
局
長　
厚
生
労
働
省
の
見
解
で

も
、
2
回
接
種
に
よ
り
軽
症
の
水
痘
も
含
め
て

そ
の
発
症
を
予
防
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、
ワ

ク
チ
ン
製
造
元
で
あ
る
一
般
財
団
法
人
大
阪
大

微
生
物
研
究
会
の
刊
行
物
で
も
、
2
回
接
種
で

ほ
ぼ
完
全
に
予
防
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
と
の

記
述
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

指
摘
の
あ
っ
た
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
2
回
接

種
を
受
け
や
す
い
環
境
を
提
供
す
る
た
め
、
実

施
方
法
等
を
医
師
会
と
協
議
し
た
上
で
実
施
に

向
け
て
準
備
を
進
め
る
。

医
療
セ
ン
タ
ー
の
建
て
替
え

自
由
民
主
党
・
無
所
属
の
会
　
島
田
　
た
い
ぞ
う

質
問 

検
討
す
る
た
め
の
基
礎
調
査
の
進
捗

状
況
と
土
地
の
確
保
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
健
康
部
長　
基
礎
調
査
は
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ

身体障害者へ生活の支援や活動の場を提供する福祉作業所太陽

法典西小学校敷地内にある法典西放課後ルーム
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的
な
相
談
支
援
に
つ
な
が
る
よ
う
努
め
る
。

 

環
境

犬
の
フ
ン
放
置

凛
（
り
ん
）　
神
田
　
廣
栄

質
問 

条
例
は
形
だ
け
と
し
か
思
え
な
い
。

フ
ン
放
置
を
な
く
す
た
め
に
は
、
注
意
勧
告
で

は
な
く
即
罰
金
に
す
べ
き
で
は
。

答
保
健
所
理
事　
現
条
例
改
正
は
考
え
て
い

な
い
。
飼
い
主
の
マ
ナ
ー
向
上
が
目
的
で
あ
り
、

巡
回
指
導
の
強
化
を
予
定
し
て
い
る
。

Ｉ
Ｐ
Ｍ
管
理
に
市
と
し
て
の
指
針
を

市
民
社
会
ネ
ッ
ト
　
三
宅
　
桂
子

質
問 

総
合
的
病
害
虫
管
理
（
Ｉ
Ｐ
Ｍ
）
の
基

本
的
な
考
え
方
が
厚
生
労
働
省
等
か
ら
示
さ
れ

て
い
る
が
、
市
の
総
合
防
除
に
関
す
る
指
針
は

あ
る
の
か
。

答
環
境
部
長　
人
や
環
境
等
へ
の
配
慮
事
項

等
、
使
用
す
る
際
の
基
本
的
な
考
え
方
は
関
係

部
署
と
協
議
し
、
今
後
取
り
ま
と
め
て
い
く
。

三
番
瀬
の
保
全
と
再
生

み
ん
な
の
党
・
無
所
属
の
会
　
や
ぶ
う
ち
　
俊
光

質
問 

三
番
瀬
海
浜
公
園
に
隣
接
す
る
企
業

庁
の
土
地
が
４
億
６
４
０
０
万
円
で
競
売
に
掛

け
ら
れ
る
。
市
は
買
い
取
り
の
検
討
を
行
っ
て

い
る
の
か
。

答
企
画
財
政
部
長　
購
入
の
予
定
は
無
い
。

質
問 

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ま
で
に
、
東
京

湾
全
体
で
悲
願
に
な
っ
て
い
る
青
潮
対
策
は
。

答
企
画
財
政
部
長 
近
隣
の
自
治
体
や
漁
協

と
連
携
を
図
り
引
き
続
き
国
や
県
に
要
望
す
る
。

 

経
済
・
産
業

ふ
な
っ
し
ー
に
よ
る
船
橋
の
梨
の
売
り
上
げ
増

市
民
社
会
ネ
ッ
ト
　
朝
倉
　
幹
晴

質
問 

梨
売
上
げ
に
関
す
る
梨
農
家
の
声
は
。

ま
た
、
ふ
な
っ
し
ー
へ
の
一
言
を
。

答
経
済
部
長　
札
幌
で
の
Ｐ
Ｒ
以
降
注
文
が

増
え
た
。
ふ
な
っ
し
ー
に
は
心
か
ら
感
謝
す
る
。

船
橋
市
地
方
卸
売
市
場

市
政
会
　
渡
辺
　
賢
次

質
問 

施
設
の
使
用
エ
リ
ア
縮
小
を
図
り
、
経

費
の
削
減
に
つ
な
げ
る
こ
と
は
可
能
か
。

答
市
場
長�

今
年
度
、
施
設
整
備
計
画
を
策
定

し
、
今
後
に
つ
い
て
は
、
事
業
費
等
を
考
慮
し

な
が
ら
、
施
設
整
備
を
進
め
て
い
く
中
で
、
効

率
的
な
再
配
置
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

 
 

ま
ち
づ
く
り

交
通
安
全
と
渋
滞
緩
和
の
実
施

み
ん
な
の
党
・
無
所
属
の
会
　
や
ぶ
う
ち
　
俊
光

質
問 

ゼ
ブ
ラ
ゾ
ー
ン
等
の
道
路
標
示
を
現

状
に
合
わ
せ
る
改
変
が
さ
れ
た
場
所
は
あ
る
か
。

答
道
路
部
長�

警
察
と
協
議
し
交
通
渋
滞
緩

和
の
為
、
ゼ
ブ
ラ
ゾ
ー
ン
改
良
を
米
ケ
崎
町
の

焼
肉
店
前
交
差
点
に
て
試
験
的
に
実
施
予
定
。

都
市
計
画

市
政
会
　
渡
辺
　
賢
次

質
問 

い
ろ
い
ろ
な
課
題
が
散
見
し
て
い
る

が
、
用
地
取
得
が
必
要
な
も
の
は
、
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
に
と
ら
わ
れ
ず
、
市
全
体
を
み
て
施
設

ル
方
式
で
受
託
者
を
選
定
し
、
７
月
か
ら
調
査

を
開
始
し
た
。
土
地
の
確
保
は
、
患
者
の
交
通

ア
ク
セ
ス
や
救
急
搬
送
時
間
な
ど
の
立
地
条
件

を
整
理
し
、
検
討
し
て
い
く
。

感
染
症
対
策

質
問 

本
市
で
の
予
防
対
策
は
。

答
保
健
所
理
事　
適
切
な
情
報
を
提
供
す
る
。

放
課
後
ル
ー
ム
の
施
設
整
備
見
直
し

日
本
共
産
党
　
関
根
　
和
子

質
問 

来
年
度
か
ら
小
学
６
年
生
ま
で
を
受

け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
待
機
児
童
を
出
さ

な
い
施
設
整
備
の
見
通
し
は
。

答
子
育
て
支
援
部
長　
一
部
の
幼
稚
園
や
民

間
事
業
者
に
こ
の
事
業
を
実
施
す
る
と
の
意
向

が
あ
る
。こ
れ
ら
を
含
め
て
拡
充
を
検
討
す
る
。

精
神
障
害
者
の
医
療
制
度

日
本
共
産
党
　
岩
井
　
友
子

質
問 

重
度
の
心
身
障
害
者
が
対
象
と
な
り
、

精
神
障
害
者
が
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
現
在
の

入
院
医
療
費
助
成
制
度
を
改
善
し
、
障
害
に
よ

る
差
別
を
な
く
し
た
制
度
に
す
べ
き
。

答
福
祉
サ
ー
ビ
ス
部
長　
現
在
の
精
神
障
害

者
入
院
助
成
費
助
成
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
拡

充
は
現
時
点
で
は
考
え
て
い
な
い
。

ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
へ
の
総
合
的
な
対
策

質
問 

新
た
な
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
を
増
や

さ
な
い
た
め
の
方
策
は
。

答
保
健
所
長　
現
在
、
聞
き
取
り
、
面
接
、

訪
問
等
を
行
い
、
医
療
機
関
等
に
つ
な
げ
る
対

応
を
し
て
い
る
。
今
後
と
も
、
速
や
か
に
専
門

飼い主のマナー向上に向けた取り組みを

公園に隣接する土地の購入で三番瀬の環境保全を
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が
整
備
さ
れ
て
い
る
の
は
１
か
所
だ
け
。
整
理

員
ボ
ッ
ク
ス
へ
の
エ
ア
コ
ン
設
置
は
。

答
都
市
整
備
部
長　
整
理
員
ボ
ッ
ク
ス
は
大

き
さ
も
異
な
っ
て
い
る
。
新
た
な
電
気
工
事
が

必
要
な
場
所
も
あ
る
の
で
、
調
査
を
行
う
。

飯
山
満
川
流
域
対
策日本

共
産
党
　
渡
辺
　
ゆ
う
子

質
問 

水
害
発
生
の
不
安
を
解
消
で
き
る
具

体
的
な
手
立
て
を
住
民
に
示
す
べ
き
。

答
下
水
道
部
長　
今
年
度
策
定
の
計
画
で
当

面
実
施
可
能
な
対
策
も
検
討
す
る
。
貯
留
・
浸

透
も
検
討
し
、
可
能
な
も
の
か
ら
着
手
す
る
。

準
用
河
川
木
戸
川自

由
民
主
党
　
佐
藤
　
新
三
郎

質
問�

浸
水
被
害
を
繰
り
返
す
、
木
戸
川
を

取
り
巻
く
住
民
の
要
望
は
大
変
厳
し
い
。
河
川

改
修
事
業
の
完
成
は
い
つ
な
の
か
。

答
下
水
道
部
長　
完
了
予
定
は
平
成
27
年
度

と
な
っ
て
い
る
が
、
大
雨
に
よ
る
手
直
し
、
軟

弱
地
盤
対
策
等
に
時
間
を
要
し
、
遅
れ
が
生
じ

て
い
る
状
況
で
は
あ
る
が
、今
後
も
引
き
続
き
、

早
期
完
成
に
向
け
、
努
力
し
て
い
く
。

京
成
船
橋
競
馬
場
駅
南
口
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置

自
由
民
主
党
　
大
矢
　
敏
子

質
問 

一
日
も
早
く
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置

し
、
道
路
環
境
の
整
備
と
、
歩
行
者
の
安
全
確

保
に
つ
な
げ
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み

を
す
る
の
か
。

答
道
路
部
長　
駅
南
口
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

は
、市
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

現
在
、
千
葉
県
に
お
い
て
、
駅
利
用
者
の
国
道

の
乱
横
断
防
止
な
ど
、
歩
行
者
の
安
全
確
保
の

た
め
に
進
め
ら
れ
て
い
る
、
横
断
歩
道
橋
設
置

事
業
に
合
わ
せ
て
、エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
を
要

望
し
て
い
る
。
ま
た
、
千
葉
県
か
ら
、
横
断
歩

道
橋
供
用
開
始
後
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
維
持
管

理
を
求
め
ら
れ
て
お
り
、
早
期
設
置
に
向
け
管

理
区
分
に
つ
い
て
、鋭
意
協
議
を
行
っ
て
い
る
。

船
橋
駅
南
口
JR
ビ
ル

質
問 

従
前
の
説
明
会
に
お
い
て
は
、
平
成

27
年
に
は
工
事
が
完
了
す
る
と
の
こ
と
だ
っ
た

が
、
い
ま
だ
、
既
存
ビ
ル
が
解
体
さ
れ
た
だ
け

の
状
態
で
あ
る
。
説
明
会
で
市
民
に
説
明
さ
れ

た
も
の
と
違
う
も
の
が
出
来
上
が
る
こ
と
は
決

し
て
な
い
と
考
え
る
が
、
工
事
着
工
に
つ
な
が

ら
な
い
理
由
を
、
JR
東
日
本
株
式
会
社
側
か
ら

報
告
を
受
け
て
い
る
の
か
。

答
都
市
計
画
部
長　
平
成
23
年
11
月
に
JR
が

実
施
し
た
説
明
会
に
お
い
て
、
平
成
24
年
度
に

ビ
ル
の
解
体
工
事
を
行
い
、
平
成
25
年
度
に
新

駅
ビ
ル
の
建
設
に
着
手
を
し
、
平
成
27
年
度
内

に
開
業
す
る
予
定
で
あ
る
と
説
明
を
し
た
が
、

昨
今
の
資
材
費
、
労
務
費
の
上
昇
に
伴
う
建
設

工
事
費
の
高
騰
か
ら
、
工
事
の
契
約
が
予
定
ど

お
り
に
進
ま
ず
、
当
初
想
定
し
て
い
た
事
業
工

程
が
遅
れ
る
も
の
と
の
報
告
を
受
け
て
い
る
。

実
態
に
即
し
た
町
会
・
自
治
会
へ
の
補
助
を

凛
（
り
ん
）　
神
田
　
廣
栄

質
問 

町
会
・
自
治
会
館
の
電
気
代
の
補
助

対
象
は
、
契
約
電
流
30
Ａ
以
下
と
な
っ
て
い
る

が
、
60
Ａ
以
下
と
す
べ
き
で
は
。

答
市
民
生
活
部
長　
会
館
は
避
難
場
所
と
し

て
の
役
割
も
担
っ
て
お
り
、
現
場
の
状
況
等
を

調
査
し
、
制
度
改
正
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

 

教
育
・
文
化

中
学
校
武
道
場
設
置
・
卒
業
証
書

自
由
民
主
党
・
無
所
属
の
会
　
川
畑
　
賢
一

質
問�

礼
に
始
ま
っ
て
礼
に
終
わ
る
武
道
の

必
修
は
教
育
基
本
法
改
正
後
の
こ
と
で
あ
る
。

武
道
場
が
ま
だ
な
い
学
校
へ
の
設
置
予
定
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。

答
学
校
教
育
部
長　
学
校
の
状
況
を
総
合
的

に
判
断
し
な
が
ら
設
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

質
問�

第
二
回
定
例
会
の
文
教
委
員
会
で
卒

業
証
書
に
つ
い
て
の
陳
情
審
査
で
学
務
課
長
は

卒
業
証
書
年
度
末
発
行
は
定
着
し
た
と
述
べ
た

が
、
陳
情
文
書
に
添
え
ら
れ
た
六
校
の
中
学
校

の
再
配
置
な
ど
の
見
直
し
が
必
要
で
は
な
い
か
。

答
都
市
計
画
部
長�

平
成
28
年
度
頃
に
、
進

行
管
理
を
元
に
、
中
間
時
点
で
の
確
認
を
実
施

し
た
い
。
時
間
的
な
余
裕
が
な
い
課
題
は
、
上

位
計
画
と
齟
齬
が
生
じ
な
い
よ
う
対
応
す
る
。

西
船
橋
駅
周
辺
の
諸
問
題公明

党
　
鈴
木
　
い
く
お

質
問 

北
口
駅
前
広
場
の
改
修
計
画
に
つ
い

て
意
見
交
換
会
の
時
期
、
設
計
の
見
通
し
は
。

答
道
路
部
長　
意
見
交
換
の
時
期
に
つ
い
て

は
、
本
年
10
月
初
旬
。
そ
こ
で
合
意
形
成
が
図

れ
れ
ば
本
年
度
中
に
実
施
計
画
を
策
定
し
た
い
。

質
問 

JR
武
蔵
野
線
高
架
下
の
第
7
駐
輪
場

の
雨
漏
り
や
階
段
の
ひ
び
割
れ
の
早
期
対
策

を
。答

都
市
整
備
部
長　
躯
体
ジ
ョ
イ
ン
ト
部
分

か
ら
発
生
し
て
お
り
JR
東
日
本
に
対
し
申
し
入

れ
を
し
、
ひ
び
割
れ
は
補
修
の
手
配
を
し
た
。

質
問 

南
口
の
、
柵
が
立
っ
て
交
通
が
激
し

く
な
っ
た
横
断
歩
道
に
信
号
機
設
置
を
す
べ
き
。

答
道
路
部
長　
年
内
に
設
置
す
る
予
定
。

西
船
橋
駅
北
口
広
場
の
改
修

自
由
民
主
党
・
無
所
属
の
会
　
中
村
　
実

質
問 

今
後
の
予
定
は
。

答
道
路
部
長　
改
修
に
向
け
、
地
元
町
会
、

商
店
会
、
バ
ス
会
社
、
タ
ク
シ
ー
協
会
に
参
加

い
た
だ
く
意
見
交
換
会
を
今
年
度
開
催
予
定
。

合
意
形
成
を
図
っ
た
上
で
整
備
を
行
い
た
い
。

自
転
車
駐
輪
場
の
整
備日本

共
産
党
　
関
根
　
和
子

質
問 

市
内
の
市
営
駐
輪
場
に
69
の
整
理
員

ボ
ッ
ク
ス
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
エ
ア
コ
ン

駐輪場に設置されている整理員ボックス
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め
て
不
利
益
な
状
況
を
認
識
し
て
い
る
か
。

答
学
校
教
育
部
長�

在
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
総

領
事
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
在
留
邦
人
向
け
に

「
歴
史
問
題
に
端
を
発
す
る
邦
人
の
方
の
被
害

に
関
す
る
御
連
絡
・
御
相
談
に
つ
い
て
」
と
題

し
て
受
け
付
け
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。

市
立
船
橋
高
校
の
男
女
混
合
名
簿

質
問�

男
女
の
特
性
が
尊
重
さ
れ
た
名
簿
は

遠
か
ら
ず
と
思
う
が
、
混
合
名
簿
と
す
る
事
で

男
女
共
同
参
画
が
達
成
さ
れ
る
と
考
え
る
か
。

答
学
校
教
育
部
長�

男
女
混
合
名
簿
だ
け
で

達
成
さ
れ
て
い
る
と
の
考
え
は
無
い
。

松
が
丘
三
丁
目
の
教
職
員
住
宅

自
由
民
主
党
　
佐
藤
　
新
三
郎

質
問�
入
居
者
数
が
少
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

今
後
の
施
設
の
方
向
性
は
。

答
学
校
教
育
部
長　
教
職
員
住
宅
は
、
千
葉

県
教
育
庁
企
画
管
理
部
福
利
課
が
所
管
で
あ

り
、
平
成
26
年
度
末
で
廃
止
す
る
こ
と
が
決
定

さ
れ
て
お
り
、
廃
止
後
の
施
設
や
当
地
の
活
用

に
つ
い
て
は
、
現
在
未
定
で
あ
り
、
関
係
各
課

等
と
協
議
を
し
て
い
く
と
の
こ
と
。

学
校
と
地
域
が
一
体
と
な
る
放
課
後
子
供
教
室

凛
（
り
ん
）　
つ
ま
が
り
　
俊
明

質
問�

ま
だ
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
が

な
い
小
学
校
も
あ
る
が
、
地
域
の
方
々
を
も
っ

と
巻
き
込
ん
で
い
く
取
り
組
み
を
強
化
す
べ
き

で
は
な
い
か
。

答
管
理
部
長　
引
き
続
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
の
確
保
に
努
め
、
活
動
内
容
の
充
実
を
図
っ

て
い
く
。

高
齢
者
に
解
り
や
す
く
指
導
で
き
る
体
制
を

凛
（
り
ん
）　
大
沢
　
久

質
問�

ま
ち
づ
く
り
出
前
講
座
に
つ
い
て
、

４
～
５
人
の
集
会
で
も
対
象
に
し
て
は
ど
う
か
。

答
生
涯
学
習
部
長　
原
則
と
し
て
概
ね
10
人

以
上
の
団
体
が
対
象
だ
が
、
少
人
数
に
よ
る
利

用
に
つ
い
て
も
、
担
当
課
に
調
整
を
図
り
、
実

施
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

特
別
支
援
学
校
で
の
教
育
課
程

無
所
属
　
は
ま
の
　
太
郎

質
問 

高
等
部
で
は
、
各
教
科
を
合
わ
せ
た

指
導
に
加
え
て
、分
け
た
指
導
も
す
べ
き
で
は
。

答
学
校
教
育
部
長　
生
徒
の
実
態
等
を
十
分

に
把
握
し
、
研
究
す
る
。

講
師
に
対
す
る
研
修

質
問 

年
度
当
初
か
ら
任
用
さ
れ
る
初
め
て

の
講
師
に
対
し
て
は
研
修
が
必
要
で
は
。

答
学
校
教
育
部
長　
関
係
各
課
と
連
携
し
、

検
討
し
て
い
く
。

文
化
芸
術
振
興

公
明
党
　
松
橋
　
浩
嗣

質
問�

文
化
芸
術
振
興
基
本
法
が
制
定
さ
れ

て
長
ら
く
経
過
し
た
が
、
市
は
総
合
計
画
で
文

化
芸
術
に
つ
い
て
個
別
計
画
す
ら
策
定
し
て
い

な
い
。
文
化
芸
術
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
を
作
成
し
、

市
の
考
え
を
明
確
に
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

答
生
涯
学
習
部
長　
文
化
へ
の
関
わ
り
方
や

年
齢
に
よ
る
傾
向
把
握
な
ど
芸
術
文
化
の
個
別

計
画
を
作
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
市
民
意

識
調
査
な
ど
も
活
用
し
な
が
ら
、
伝
統
文
化
、

美
術
、
文
学
、
音
楽
等
様
々
な
分
野
に
渡
っ
て
、

施
策
の
体
系
を
整
え
、
施
策
ご
と
の
考
え
を
明

ら
か
に
し
た
文
化
芸
術
振
興
指
針
の
策
定
に
向

け
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

青
少
年
へ
の
危
険
ド
ラ
ッ
グ
蔓
延

公
明
党
　
仲
村
　
秀
明

質
問 

ア
ン
ケ
ー
ト
等
で
児
童
生
徒
の
意
識

調
査
を
行
い
、
具
体
的
な
指
導
を
す
べ
き
。

答
学
校
教
育
部
長　
児
童
生
徒
の
実
態
に
合

わ
せ
た
指
導
が
行
わ
れ
る
よ
う
徹
底
を
図
る
。

子
ど
も
の
貧
困
へ
の
支
援
策

市
民
社
会
ネ
ッ
ト
　
三
宅
　
桂
子

質
問 

生
活
保
護
世
帯
の
中
学
生
へ
の
学
習

支
援
が
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
実
施
状
況
は
。

答
福
祉
サ
ー
ビ
ス
部
長　
中
学
２
、３
年
生

を
対
象
に
支
援
し
て
い
る
が
、
今
後
は
中
学
１

年
生
に
も
事
業
を
拡
大
す
る
予
定
。

長
発
の
卒
業
式
案
内
文
書
に
は
卒
業
証
書
年
度

末
発
行
を
了
解
せ
よ
と
の
、
簡
単
な
文
章
の
添

え
書
き
が
見
え
る
。
こ
の
添
え
書
き
か
ら
伺
え

る
の
は
、
年
度
末
発
行
卒
業
証
書
に
対
し
て
父

兄
は
納
得
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
ら
了
解
せ
よ

と
わ
ざ
わ
ざ
校
長
が
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
た

の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
課
長
発
言

の
よ
う
に
は
定
着
は
し
て
い
な
い
と
言
え
る
の

だ
と
思
う
が
ど
う
か
。

答
教
育
長　
教
育
委
員
会
で
は
新
た
な
課
題

や
不
都
合
が
生
じ
た
場
合
、
法
令
に
基
づ
い
て

改
善
し
て
参
り
ま
す
。

教
科
書
採
択

自
由
民
主
党
・
無
所
属
の
会
　
中
村
　
実

質
問�

所
謂
歴
史
問
題
を
原
因
と
し
て
、
在

外
邦
人
、
特
に
在
米
邦
人
が
置
か
れ
て
い
る
極

フェイス−京成船橋駅連絡通路で開催される ｢まちかど音楽ステージ｣

平成25年度卒業式で使用された年度末日付の卒業証書
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会
派
の
構
成

公
明
党

  

橋
本
　
和
子 

藤
川
　
浩
子

  

松
橋
　
浩
嗣 

仲
村
　
秀
明

  

石
崎
　
幸
雄 

松
嵜
　
裕
次

  

角
田
　
秀
穂 

鈴
木
い
く
お

  

高
木
あ
き
ら 

斎
藤
　
　
忠

自
由
民
主
党
・
無
所
属
の
会

  

川
畑
　
賢
一 

杉
川
　
　
浩

  

長
谷
川
　
大 

島
田
た
い
ぞ
う

  

佐
々
木
克
敏 

鈴
木
　
和
美

  

田
久
保
好
晴 

中
村
　
　
実

日
本
共
産
党

  

渡
辺
ゆ
う
子 

中
沢
　
　
学

  

金
沢
　
和
子 

石
川
　
敏
宏

  

岩
井
　
友
子 

佐
藤
　
重
雄

  

関
根
　
和
子 

自
由
民
主
党

  

川
井
　
洋
基 

佐
藤
新
三
郎

  

大
矢
　
敏
子 

七
戸
　
俊
治

  

浅
野
　
正
明 

瀬
山
　
孝
一

凛
（
り
ん
）

  

つ
ま
が
り
俊
明 

神
田
　
廣
栄

  

小
石
　
　
洋 

大
沢
　
　
久

市
民
社
会
ネ
ッ
ト

  

三
宅
　
桂
子 

朝
倉
　
幹
晴

  

浦
田
　
秀
夫 

池
沢
　
敏
夫

み
ん
な
の
党
・
無
所
属
の
会

  

い
そ
べ
尚
哉 

中
原
し
ん
す
け

  

や
ぶ
う
ち
俊
光

市
政
会

  

渡
辺
　
賢
次 

日
色
　
健
人

  

中
村
　
静
雄

民
主
党

  

斉
藤
　
　
誠 

野
田
　
剛
彦

無
所
属

  

は
ま
の
太
郎
※1 

高
橋
　
　
宏
※2

（平成26年9月26日現在）

議 案 の 議 決 結 果 （ 第 3 回 定 例 会 ）

付託
委員会 議案番号 件　　　　　　　　　　名

会　　派 無所属

議決
結果

公

明

党

自
由
民
主
党
・
無
所
属
の
会

日
本
共
産
党

自
由
民
主
党

凛
（
り
ん
）

市
民
社
会
ネ
ッ
ト

み
ん
な
の
党
・
無
所
属
の
会

市

政

会

民

主

党

※　

１

※　

２

予算特別

第1号 平成26年度船橋市一般会計補正予算 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 可 決

第2号 平成26年度船橋市介護保険事業特別会計補正予算 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

第3号 平成26年度船橋市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
補正予算 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

総　　務

第4号 船橋市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する
条例 ○○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

第5号 市長及び副市長の給料月額の特例に関する条例 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

第15号 船橋市本庁舎照明設備等更新工事請負契約の締結について ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

健康福祉

第6号 船橋市手数料条例の一部を改正する条例 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

第7号 船橋市特別会計条例等の一部を改正する条例 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

第8号 船橋市保育の実施に関する条例を廃止する条例 ○○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

第9号 船橋市放課後ルーム条例の一部を改正する条例 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

諮問第1号 審査請求について ○○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 異議なし

建　　設

第10号 船橋市風致地区条例 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

第11号 船橋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
の一部を改正する条例 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

第12号 船橋市営住宅条例の一部を改正する条例 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

第16号 高瀬下水処理場水処理設備工事その13請負契約の締結につ
いて ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

第17号 高瀬下水処理場電気設備工事その17請負契約の締結について ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

第18号 高瀬下水処理場建設工事その41請負契約の変更について ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

第21号 （仮称）行田2丁目多目的運動広場等整備工事請負契約の締
結について ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

文　　教

第13号 船橋市立小学校設置条例の一部を改正する条例 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

第14号 船橋市学校給食費に関する条例 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

第19号 船橋市立若松中学校給食棟増築工事請負契約の締結について ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

第20号 船橋市立船橋小学校・船橋放課後ルーム改築工事請負契約の
変更について ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可 決

議会運営 発議案第2号 船橋市議会議員定数条例の一部を改正する条例 ×× × × ○ × ○ × ○ × ○ 否 決

付託省略 第22号 教育委員会委員任命の同意を求めることについて ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同 意

○−賛成　×−反対
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20＜議案の議決結果、会派の構成＞


